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開議 午後 １時００分 

    ◎開議の宣告 

○議長（上原豊茂君） 皆さま、こんにちは。 

 それでは定刻になりました。 

 ただいまから本日の会議を開きます。 

 本日の出欠報告をいたします。本日は、全議員の出席であります。 

 なお、山田代表監査委員から本日欠席する旨の報告がありました。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布してあるとおりであります。 

 

    ◎一般質問 

○議長（上原豊茂君） 日程第２２、一般質問を継続いたします。 

 ４番、堤三樹磨君の発言を許します。 

 堤三樹磨君。 

○４番（堤三樹磨君） ４番、堤です。早速、一般質問に入らせていただきます。 

 地域商業の活性化についてお尋ねいたします。 

 商店街近代化事業で町の顔として町民の消費を支えてきた既存商店街が２０年近い歳月

の経過とともに空き店舗が散見され空洞化が進行しています。現状既存商店街は非常に厳

しい状況と思われます。町としても多くの支援・施策を取られてきていますが、町の振興

のためにも中心部のにぎわいは不可欠かと思います。人口減少が避けられない状況下、に

ぎわいのある中心商店街づくりをどのように考えられているのかをお伺いします。 

 続けて２点目に、商店街活性化の促進のために制定される「小規模企業振興条例」につ

いて再度お伺いいたします。この条例制定の基となる国の制定した「小規模企業振興基本

法」、この第１条目的で「国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、小規模

企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し（以下省略）」や第３条の基本原則の

「小規模企業の振興は（中略）事業の持続的な発展が図られることを旨として行われなけ

ればならない」と示されています。目的や基本原則を条例にどのように反映させていくの

かをお伺いいたします。また地域小規模企業事業者にとり、この条例制定の持つ意味を町

としてどのように捉えられているのかをお伺いいたします。 

○議長（上原豊茂君） 町長。 

○町長（菊池一春君） ただいま「地域商業の活性化について」２点のお尋ねをいただき

ましたのでお答えをさせていただきます。 

 １点目の「にぎわいのある中心商店街づくりをどのように考えられているか」とのお尋

ねですが、本町の中心商店街は平成９年からの道道整備事業および商店街近代化事業によ

りリニューアルされましたが、その後、経営主の高齢化、後継者不足、経営不振、インタ

ーネットショッピングの急速な普及、プライベートブランド等商品の低価格化などさまざ

まな背景により、集客力や消費購買力の低下を招き、一部廃業などにより空き店舗もみら

れる現状にあることは議員ご存じのとおりであります。 

 町としても、これらの現状も踏まえ、少しでもにぎわいのある商店街づくりの一つとし

て、空き店舗を活用するための店舗出店等支援事業や快適な店舗環境を整備する店舗改修

事業などの支援を実施しているところです。 
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 また、町民を中心商店街に呼び込む施策として、ふるさとまつり前夜祭や盆踊りの開催、

商工会、商工青年部などが中心となり実施しております、はしご酒、ストリートフェスタ、

秋祭りの素人縁日や元気ステージ、今年から新たに始まった銀河公園まつりなどのイベン

トが今後とも継続かつ充実されることを期待しております。 

 ２点目に「小規模企業振興条例」に関し２点のお尋ねがあり、まず「小規模企業基本法

の目的や基本原則を条例にどのように反映させていくのか」とのお尋ねですが、町が制定

しようとしております条例におきまして、町、事業者、商工会、町民、関係機関の責務を

明らかにし、地域経済の活性化、雇用を支える担い手として重要な認識のもと企業者自ら

の創意工夫、自主的努力を尊重し、施策の計画的推進や持続的発展が図られるよう、現在

商工会と協議を進めている段階ですのでご理解願います。 

 次に「地域小規模企業事業者にとって条例制定のもつ意味を町としてどのように捉えて

いるのか」とのお尋ねですが、条例制定の目的は現在ある商工業を減らすことなく持続的

な発展をさせていくためであり、条例制定後基本計画の中でより具体的な施策展開を図る

ことで事業者の意見を反映できると捉えております。 

 以上、お尋ねがありました２点についてお答えをさせていただきましたので、ご理解賜

りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（上原豊茂君） 堤三樹磨君。 

○４番（堤三樹磨君） この地域商業の活性、特に二番目にあげました小規模事業者の振

興条例に関しましては、私ももう既に２、３回、それに関わるものも含めて質問させても

らっていますし、他の議員の方も触れさせていただいておる部分です。今回それに関わり

ながらお聞きしたかったのは、今ご回答いただきました中にもありますように、正直、今、

中心商店街区の状況というのは非常に厳しいということを含めて、いろいろな施策は当然

町としてもとっていただいているところですけれども、そういうものがこれから先どうい

う展望を、展望といいますか展開をし、どういう状況になっていくのかなということを含

めて、町の行政としての立場からみられる部分、またそれを将来的にはこういう方向にも

っていきたいという展望があればと、そういうものを含めてお聞きしたいという中で現状

の中、それと支援するための条例を通してちょっと質問させていただきたいということを

ご理解いただきたいと思います。 

 最初にまず一番目にしました現状、つまり商店街の疲弊している、空き店舗等が増えて

いる、そういう状況に対してあらためて状況の確認の中、それと今後の展望について、一

部これ新聞報道ですけども、今年の９月に道新の方に出ていました全道商店街９割に空き

店舗という状況で、つまりここの町だけに限らず、いろいろな状況含めて商店街区、非常

に全国の話なんですけれども、非常に増えているし、またさらに増え続けるであろうとい

う状況で、新聞の中に北海道は２年に１度、商店街組合の方に、１７３組合あるそうです

けども、そのうち回答いただいたのは１３５組合で、それを対象に１１９組合に空き店舗

の存在を確認したところ、回答いただいた１１９組合の中に１，０２５件の空き店舗が現

存すると。それに補足して書いてありましたけども、実際の空き店舗と店舗数、これは商

店街協同組合で、そういう組合を通して調査をしたということで、実際にはまだまだ多い

のじゃないかなという予測をされております。これをさらに予測ですけれども、さらに増

える傾向にあるという、新聞ですのでそのような表記をしておりました。なぜ空き店舗が
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埋まらない、空き店舗が発生するかというと、その多く、半分近くの回答の中で、半分近

くが店舗の老朽化に問題があるんでないかという捉え方をしております。それで老朽化し

た店舗を使おうとしてもトイレ、水回り等が悪いので改修費が多額にかかるというため、

それを含めてみて、昨２８年度に道の方でもそれに対する補助金を上限１００万円までと

いうかたちでみるかたちで施策として組まれているということです。当然、当町に関して

は、それ以前からですね、空き店舗に対しては３００万円の新規出店補助ですとか、先ほ

ど出ていました店舗改修等に対する補助制度ですとか、そういうものを取られているの十

分わかるんですけれども、この将来に向けて、こういう論説等でさらに空き店舗等が増え

る、現状もうほぼ商店街区においては空き店舗を抱えている現状を踏まえて、訓子府の状

況をどのように捉えているか、あらためてちょっとお聞かせいただけませんでしょうか。 

○議長（上原豊茂君） 農林商工課長。 

○農林商工課長（遠藤琢磨君） ただいま本町の空き店舗の状況等についてのご質問がご

ざいました。実は先日、今回の一般質問を受けまして、私、直接、中心街商店街を歩きま

してですね、現在営業している店舗、それから過去に営業していたけども今閉まっている。

それから店舗一度閉まった後、また別な方が入って店舗を営業しているというような部分

をちょっと調べたというか歩きましてちょっと確認をしてきたんですけれども、平成９年

以降、若富から東町まででいいますと２１店舗が閉店をしてございます。そのうち８店舗

が別な方がその店舗で営業しているという状況を今回確認をしてございます。それから縦

通りといいますか、道道停車場線から末広まで、末広というか、原時計屋さんというか、

あそこでの間の縦線でいいますと４店舗が閉店をして１店舗が新たに開業しているという

ようなことで、合わせますと２５店舗ほど閉店しまして、９店舗ほど営業しているという

ようなことでの今、実態でございます。将来的にというようなお話もございましたけれど

も、今営業なされている店舗、当然、若い経営者もございますし、高齢の経営者も当然ご

ざいます。そうした方々が特に先ほども一問目の回答でもお話したように、やはり高齢化

によって後継者がいない、そういう部分について、どうしても自分では営業できなくなる

というようなことで店舗を閉めるという方も過去にも当然ございましたし、今後において

もですね、ゼロというようなことはちょっと難しいなと思いますけれども、現状としまし

ては、そういうような状況で今、店舗があるのと、それから将来的にはやはりそういうよ

うな後継者、高齢者、それから後継者不足という部分での閉店という部分もやむを得ない

状況も出てくるのかなというふうに現状ではちょっと押さえている部分でございます。 

○議長（上原豊茂君） 堤三樹磨君。 

○４番（堤三樹磨君） 数字的に閉店等に関しましては、大体今、課長の言われていたよ

うに私の方としては正直言って廃業等はもう２６店舗あるなというふうに思っておりまし

た。それで大体数字はあれですけども、正直言って何店かは新たに入っていますけども、

近代化事業といいますか、２０年近く前になりますけども、先ほど平成９年からと、９年

からこの確か道路事業だったと思うんですけれども、９年からのその部分に対して実際に

は３割ぐらい空いている、店舗等は減っているという状況になると思います。今、課長の

方からお話いただきましたけれども、これの後続という、どういう言い方すればいいのか

あれですけども、予備軍、おそらく可能性が高いであろう店舗は数店、私がちょっとお聞

きするなり見るなりしている中では実際にございます。正直いろいろ施策等をとっていた
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だきながら、空き店舗等に入るという現状は非常に厳しいと。ですから空き店舗に入った

実情的なものをみますと、店名あれですけども、「遊楽」さんの後に葬儀場入られたという

かたち、そして一部、Ｈ呉服店さん後に歯医者さんが入られているというような状況と、

それとあと最近ですけども金物屋さんの後に「サロンゆう」さんですか、というようなち

ょっとでも業種、業態等変更しながらですね、入ってくる可能性はあるけれども、実情的

に同じような商い的に、商いといいますか、小売商業、商店街というかたちのものとして

は、やはりいろいろな側面から厳しいのかなというように私も捉えています。それで先ほ

ど話ありました、後継者等の問題に関しまして、やはりこれも道新の方なんですけれども、

事業継承のアンケートでこれ隣町、北見市ですけれども、アンケートで２割の廃業を考え

ていると実際に、この商工会議所の方ですので店舗数はかなり多いと思いますけど、それ

でも２０％が廃業予定、厳密にいうと廃業をもう決めているよというのが５％、後継者が

いなければ１５％が廃業すると。そのアンケートに答えているのが全体の６割、６０％が

後継者が決まっていないという回答ですね、つまり、回答者の経営者の年齢自体が６０歳

以上が半数を占めているという現状です。一番やはり後継者がいないんだということによ

る廃業がアンケート等を通しても非常に多いという状況、ただ商工会議所等いわくは、解

説では、そういう事業所等の数というのは地域の力のバロメーターだよと。指標ではない

かと。だから地域力がなくなっていると。だから何としてでもさまざまな方法を用いてで

もそれに歯止めをかけたいというように新聞の方では書いてありましたね。もうその中心

部のにぎわいというのが地方、こういう中での活力のバロメーターと思う、私も思います

ので、そこら辺に対してはどうでしょうか、もう一度、後継問題の難しさ、それと地域中

心街での活力、にぎわいというのは、町にとっての活力のバロメーターにならないかどう

かというお考えに対してはいかがでしょうか。 

○議長（上原豊茂君） 町長。 

○町長（菊池一春君） まずですね、現在、小売商業含めて、町内の中で店舗を維持して

頑張っておられる５３店舗、心から感謝とお礼を申し上げなければならないと私は思って

います。すなわち店を維持することの厳しい状況の中で今なお頑張っている皆さん方の力

なくして、これからの中心商店街の発展はないんだということをまず第１点で申し上げな

ければならないと思っております。 

 それから店舗の老朽化の問題は、ご存じのとおり平成元年以来、小売商業商店街近代化

事業を商工会ならびに私どもも力を注いで、道路の拡幅も維持しながら、補償等を実施し、

自己資金を充てて、そして多くの資金を投入して今日の商店街の形成を行ってきたという

ことがあります。すなわち対象外もありましたけども、行政といろいろな角度から一緒に

なって店舗の改築、改造、新築等を平成９年から十数年、５年間ぐらいかけて実施してき

たというのが本当のところだというふうに思います。ここはあのときの町政を担っていた

深見さんが申し上げたように、ハードはもう終わったと、ソフトは商店主自らの努力によ

って、これからは発展させていただきたいというのが私たち行政の基本的なスタンスであ

りました。その後も商工業の厳しさというのは今も続いているのが事実であります。私た

ちの仕事は小売商業もさることながら、消費者の要請にも応えていかなきゃいけない。い

ろいろなアンケートをやりましたけれども、品薄、あるいは店の対応が悪い、あるいは店

舗に従業員がいない等のいろいろな要望が寄せられて、これらも商工会も真摯
し ん し

に受け止め
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ながら何とか改善しようと。しかし私のところには、肌着も買えない、産品いわゆる野菜、

魚、肉等についても買うことができないと。町長何とかすれという声も寄せられたのも事

実でありますから、現在の久島商工会長とも相談しながら、今のシティを受け入れていく、

そして共存していくという、こういったことを私たちはやって、少なからず地域住民の方

が安心して物を町内で買えるという状況を作ってきた経緯があります。しかし、日出方面

のローソンの撤退によって、まだまだ不十分な部分はございますけども、少なからず何と

かこういったことを行政としても手を打ちながら一緒になってやってきたということであ

ります。議員ご指摘のとおり、次の質問の中でというよりも振興法の中でまたお話させて

もらいますけれども、後継者がいないと、まさにそういう、それはこれ以上この町で店を

継がすことはできないんだと。あるいは子どもさんがいないんだと。今、継いでいる人が

終わったらもう店を閉めなきゃならない。いろいろな状況があると思います。私は少なか

らず、うちの課長は１日かけて回ったようでありますけれども、自分が仕事として８年間、

商店街を１軒、１軒見て歩いたり懇談もしたり、いろいろしましたけど、私はこれからの

問題として、今、経営を継いでいる方々が借金も含めて、自分の息子に「この店を継げ」

と、「継がなきゃならないんだ」という決意もこれから必要になってくるんじゃないかと私

は思います。ほどほどのところでやめていく。どんどん店がなくなっていく。これは現象

としてはあるけれども、経営している人たちの立場からいくと、やはり経営の後継者にそ

ういう覚悟のほどをこれからもっと自分の子どもたちにやっていかなきゃならない時代に

きているんじゃないのかと。経営とは何か。資金をどうするかということです。借金も含

めて資金をどうしていくのかということも含めた考え方をもっていかないと私は立ち行か

なくなると。これは農業も同じです。含めて後継者の問題は研修等ももちろん商工会を中

心とした研修等ももちろんありますけれども、まずは親子の、そして会社内の、あるいは

小型店舗の中での自分の息子や娘に「店を継いでくれ」と、「継ぐべきだ」ということを言

い切れる状況をやはり切りひらいていくということも、これから非常に重要になってくる

んじゃないかなと私は思います。 

○議長（上原豊茂君） 堤三樹磨君。 

○４番（堤三樹磨君） 今、町長、最後の方にもご回答いただきました部分は、次の小規

模企業基本法の方で少し反論させていただきたいと思いますけれども、実際に今のお話の

中で店舗自体が空いてきている状況、そして、くしくも次質問しようと思った部分お答え

いただきましたけれども、町の方の第５次総合計画の中の第４節の商業に関する部分の、

現況と課題と、１０年前の話ですね、それにおいて町内人口の減少による消費人口の低迷

に加え、北見市の大型店への消費の流出が著しく、本町の商業は大変厳しい状況にある。

それに合わせていろいろ施策等を考えたり実際に実行される。そういう中で１０年経過し、

今年の第６次総計、現状的には基本計画の２章のところでうたっています「強い『産業』

で活力を生み出すまちづくり」という中で、同じく第４節の商業の現況と課題という部分

におきましては、平成２７年に町外資本の大型小売店舗の進出により、消費流出の抑制や

不足業種の補完などにより、一定の効果が図られたと。今、町長がおっしゃられた部分で

すね、ですけれども、一方、それでいながら商業環境の変化や後継者の不足などにより、

既存商店街には空き店舗が散見され、空洞化が進行していると。そして最終的には大型小

売店舗と既存商店街の連携や空き店舗の有効活用などが必要というふうに結んで、総計の
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方では結んでおりました。言うこと非常にわかります。私も実際、第５次総計のときのぐ

らいのころには、これで北見にも流出している、さらに大型店、大規模小売店ですか、等

が出てくると、さらに商売としてはもうどうしようもなくなるなというようには思ってお

りました。ただ実際私も離れて、先ほど町長いっていましたけれども、行政としては、町

民の消費という部分も十分それもわかります。離れたことによって、特にわかりますし、

施策というかタイミングもあったんでしょうけども、シティさん、ニコットさん等が出店

してきたことによって、私も商環境は非常に変わってきたというふうに思います。ですけ

れども、先ほど補完されて、補完って補足されて町長もおっしゃっていました。ある意味

では町長の言葉、私にはこう聞こえたんですけども、本人たちのやる気の問題もあるんじ

ゃないかと。本人たちが後継者を育成するという、そういう必要性があるし、そういう商

売状況を作っていけというふうにもちょっと逆に聞こえたんですけれども、それと合わせ

て同じように空洞化を埋めるに、空洞化を埋めるというよりも、空き店舗が発生するの中

に後継者がいない、後継者がいなくなるときに、先ほど町長は具体的に商売を継がせられ

ないという状況の商売であるという言い方を、であるがために継がせられない人もいる。

子どものいない人もいるけれどもというようなお答えいただきました。私も実際自分がや

っていたとき、最後の方ではもう、子どもにとても店を継げとは言えないなと、これは努

力、商売に対する努力やもう通り越えている、日本国中が商業に対するかたちといいます

か、私もうなっているんだと思うんです。小売商業では非常に厳しい、一個人の努力、も

しくは地方の小さな団体の努力だけでは、いや当然考え方の中にもそれ全部はならないん

で非常に難しいのはあるんですけれども、だけではもうどうにもいかない。結局、先ほど

話しました商店街協同組合という２０年近く前に作り、近代化事業というかたちで街並み

整備も含めましてやった事業の中で周辺も非常にうらやむぐらいな新たな商店街を作りま

した。作ることができました。ですけども、２０年たつ、たたないのうちに３割もういな

くなっていると。この現状、そして今、先ほど私、予備軍という言い方しましたけれども、

実際についこの間やめた方も正直な話いうと、後継者、「もう頭から後継者なんて考えてい

ない」と。「商売にならないんだ」と。「この町やっていてもようやくよ」と。正直その回

答が多い。ですから私ここで何を聞きたかったかというと、私も町長言うように町のかた

ちとして商店街が疲弊する理由等もわかりますので、町のかたちとして、これから、じゃ

先ほど６次総計の中でもうたっていたように大型店舗と既存商店街の連携というかたち、

そういう中で活路を見い出すというお話、じゃ空いてしまったところは、もう空き店舗に

入るようにといったけれども、先ほどいったように非常に入ってくるのには厳しい、つま

り訓子府では商売としては非常に厳しいというふうに、だから入る方も非常に少ないんじ

ゃないかなと私は思います。これ助成でも変われば別かもしれませんけれども、その消費

的に厳しい状況というのは地元の活力がない。つまり人口減少ですよね。そこにいくんじ

ゃないかなというふうには私は思っております。ですので、これはどちらも誰がどうこう

いったところで、ちょっと私も正直歯止めがきかない問題かなと思いますが、だとしたら

先ほど商店街のにぎわいも大事にするという話と消費者のために大型店等の連携等含めて

やっていくという、ちょっと絵図として両方が共存していくのが私はどうも見えないんで

すよ。空き店舗になっている商店街を振興させる、にぎわいを戻すという考え方や行政と

してはお手伝いということになるのかもしれませんけれども、そういう絵図と今の大型店
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が出てきて消費、かたちができあがりつつあるのとでは、どうしてもこれからそのにぎわ

いが町の中に戻るとは私の中では絵図が描けないんですけれども、そこら辺に関しては再

度しつこいですけど、どうでしょうか。 

○議長（上原豊茂君） 町長。 

○町長（菊池一春君） ちょっと厳しい言い方をして申し訳ないんだけれどもね、展望が

開けない、そして継がせることができないと。そういう人になんぼ話したってしょうない

んじゃないですか。展望開けるわけないじゃないですか。そういうマイナス的な要因の中

では、要因というか自分の意識の中で。この困難の中で全国に困難の中でも何としても活

路を見いだしていこうという、やっていこうとする、そこから私は始まっていくんでない

のかなと思うんですよ。ここをちゃんと意識してみんなで全体のものにしていかないと、

ここからスタートできないと私は思っています。中小企業振興法で最近この５年間の中で

できた中で、今までの政策というのは中小企業の５％から１０％を対象にして法的にでき

てたんですよ。残り９０％はもっと悪くいうと放置されていたって本当でないかと私は思

います。今回１００万人の商工業関係者のアンケートをとって、意識を調査して中小企業

庁は今まさに９０％の小規模の中小企業に対して政策を打っていかなきゃいけないといっ

たのが、まさにこの今、議員から後段で議案になっていることの法制化に伴う小規模企業

の振興条例を作ろうということ。そのときにどういうテーブルに乗り合うかということが

これから求められているんではないかなというふうに思います。しかも今回の小規模企業

振興基本法というのは、今までのような成長発展した時代ではない。これは元々は戦後間

もなく中小企業振興法というのはできたことですから、何度か改正しまして、今回４年前

にできたというのは、成長発展から現在の維持、継続的な発展をしていかなきゃいけない

という認識を国が持ち始めた。同時にまた人口減少社会というマイナスの要因を状況の中

でどうやって小売商業が、あるいは小規模企業が維持し発展して継続的に発展するかとい

うことが全ての自治体に条例を制定してほしいと。ここで商業者と行政が社会的な役割、

冒頭申し上げました社会的な役割も含めてお互いに共有の力にして何を今やるべきかとい

うことをこの条例化によって進めていかなきゃならないというのが国の基本的なスタンス

だと。まだ条例化になっているのは少ない。管内でも少ないんですけども、私どもは年度

内に商工会と一緒になってやはり作っていかなきゃならないというふうに思っています。 

○議長（上原豊茂君） 堤三樹磨君。 

○４番（堤三樹磨君） 質問、先、先と回答の方が先にきていますので、私もちょっと追

っかけながら質問のかたちに入らせてもらいますけども、先ほどのでちょっと町長にご回

答いただいたように、考えとしてはわかります。ですけれども現状、町長もよくおっしゃ

います街並み推進室でしたか、の中で大変ご苦労されて、その中で嫌というほど商工業者

といいますかの体制であったり、そういうものはご理解いただけていたんでないかなと私

は思っていたものですから、その意味においても、皆生きるためには一生懸命やっていま

した。やっています。生きていくんですから。ただそれでいながら、その力が段々そがれ

る、意欲がそがれるというのが現状であったかなと私は思っております。実際にやろうと

思う、でも売り上げっていうものは、これ宿命的についてくる。上がってこない。となる

と今度、節約、いろいろな方法しかない。対応は悪くなる。「やる気あるんなら日曜日ぐら

い開けろよな」、「日曜日開けたって客来ないのに電気代ばかりかさむよな」、こんなような
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やり取りですね、もうそれが現状の中にあるということをお伺いいただきながら、２番目

の質問の中に入らせてもらいますけども、小規模企業振興条例に関しまして、まずちょっ

と先ほどおっしゃっていました、どうも私が何回かしている中で、確かにお互いのやる気

ですよというのはわかります。ただ初めてじゃないかなと思うのは国、地方自治体に対し

てもそうですけど、国の方の平成２６年ですか、２６年６月２７日に法令化いたしました

小規模企業振興基本法の中において、国及び地方公共団体の責務等を明らかにすると。そ

の中で小規模企業基本原則として小規模企業の持続的な発展が図られることを旨としてと

いう、その中で国としては施策を総合的に策定し及び実施する責務を有すると。またそれ

と合わせて国としては国民に小規模事業者が現状のままでも十分努力している、維持する

ことはそのこと自体が維持していくことだけでも国に対する国の活性化に向けての協力、

務めになっているということを、そういうことを国民の理解を深めるように努めなければ

ならない。これを同じように地方公共団体にも求めるという私は条文だというふうに捉え

ているんですけど、そこに関してはいかがでしょうか。 

○議長（上原豊茂君） 町長。 

○町長（菊池一春君） 先ほど申し上げましたように、国の責任、地方自治体の責任はも

ちろん、その点で言うと小規模の中小企業者の９０％に光を当てて、真正面から国が光を

当てて共に考えていくという政策を打ち出したというのは、この平成２６年６月の、もう

ほぼ足かけ４年前のこの政策だと。これを全国の自治体、都道府県が条例をきちんと条例

化していく、そして互いの責任と展望を切り開いていくということを求めているんではな

いかなと私はそういう認識に立っています。だから、ただ条例化するというんであれば、

うちの職員だったら１日あったらできるでしょう。条例化だけだったら。そういうかたち

だけのものではなくて、実効あるものにどうしていくのかということは、ある意味では商

工業者とわれわれが真剣に次のステップを踏んでいくということが求められているんでな

いかなというふうに思います。 

○議長（上原豊茂君） 堤三樹磨君。 

○４番（堤三樹磨君） 全くそのとおりだと思います。そしてそうしなければ内容がない

とおっしゃる意味もわかります。ですが、それともう１点、先に気になっていた分で繰り

返しますけども、先ほど５年前に中小企業基本法がとおっしゃっていましたけども、中小

企業基本法、これちょっと制定に関して、ごめんなさい、前後して申し訳ないです。実は

商工会と懇談会のときに小規模企業振興条例に関して、実は昨年なんですけども、懇談会

でそういうかたちで町の方にもお願いしたいし、議会としても協力してほしいと制定して

いくのに、を要請を受けました。その中で出していた内容でちょっと私が当初段階的です

けど、今はもう変わったのかもしれないですが、気になっていた部分も含めてお話します

と、まず、先ほど町長もおっしゃっていました中小企業基本法と、つまり３００人以下と

いいますかね、大手でないという部分の、先ほど１０から１５％、国内においては、ごめ

んなさい、大手がそうですので、残りの９０％近くが占めるのがここに属するというよう

なご回答だったと思いますけれども、実際、ごっちゃになっているな、すいません、ちょ

っと数字は忘れてください。その中小企業基本法というのは、昭和３８年に実際にできて

おります。そのときに今これからお話する小規模企業基本法も包括した意味合いで作られ

ております、昭和３８年、つまり地方の商工業者たちに対するものに考え方という捉え方
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でよろしいと思いますけども、それに対する支援等をうたっているものです。その内容的

にはほとんど変わっていません。ですが平成２５年の段階で、これは一応見直すために改

正されております、中小企業基本法は。そして改正して実際に言うと先ほど町長が言って

いたとおり小さい方に光が当たっていないんじゃないかという現状を踏まえてなんです。

それで２５年に改正しながら、翌年２６年に国として小規模企業振興基本法というかたち

で２６年、１年足らずの間に改正しております。この大きな理由というのは先ほどいって

いたように、企業の中で中規模企業という言い方の方がいいんでないかと思いますけど、

中小企業というよりも、に施策、援助等、支援等が焦点が絞られてきたと。支援施策補助

金等含めて小規模企業が活用しやすい制度運用となっていないということに気付いたと、

それで平成２６年の制定に向けて普通であったら議員立法のところ内閣法というかたちを

とりながら、つまり先ほど町長が言っていたように、くまなく、できれば市町村にくまな

く、至るところまで、この政策が届くようにという考えのもとに制定されているというふ

うには私は解釈しておりますし、ですから一つここで言いたいのは、ちょっと途中で皆さ

んの方には伝わっていないかもしれませんけど、小規模企業基本法と中小企業基本法、中

小企業事業基本法を二つ一緒にして訓子府にはないから制定しようという話が１回ありま

した。というふうに私は聞いております。これは根本的に、それでは中小企業にばっかり、

つまり中規模企業にばっかり日が当たってて、小規模企業には当たっていないんじゃない

かということで２６年に改正になったわけですから、改正でない、改定されたわけです。

そして新しい条例できたわけですから、ここは何としても小規模という、５人以下ですよ

ね、店舗でいったら５人以下の従業員で運営しているところに光が当たるもの、これ今の

訓子府町はないですけど、私も強く感じているところは、昔、もう相当昔です。街並み整

備の前の時代、年末含めて売り出しやります。事業協賛をお願いします。町の方に自分ら

だけではできないのでというかたちでお願いしている。そしたら全店舗ですかと、町内の

小売全店舗がやるんですよね、答えられません。具体的に言っちゃうと、何とかコープさ

んの今はちょっと変わりましたけど、そこが参加しないんですよ、どうしても。だからい

ろいろな部分で、その後は変わってきましたけども、オホーツクカード事業なんかの支援

なんかは町の方していただいていた分、確かにこれは小さい方だけしか入っていませんか

ら、だからそういう訓子府は非常に手厚くされているし、先取りしながらいろいろな支援

をされています。私はここに小規模企業基本法ってうたっていう以上に、町長言っていた

支援策をこれから検討してといったけど、もう十分すぎるぐらい、道だとか国の方が遅れ

ていますから、訓子府町は非常にやっていると思います。でも町の中で商店減っているん

ですよ現状は。その中で言いたかったのはまず、その二つ、中小企業とその小規模企業の

絶対根本的に違うのだということをご理解いただいて、町に必要なら中規模企業、これも

制定してくださいよ。町として必要と思うんであれば。両方併記するものではないという

ふうに私は思いますので、その部分がちょっと気にかかっております。まずその部分に関

していかがでしょうか、その考え方。 

○議長（上原豊茂君） 町長。 

○町長（菊池一春君） 中小企業振興法と小規模の現在進められている平成２６年に制定

されたものというのは基本的に違うんだと。町はマクロ的に中小企業という言い方してい

るけど、今大事なことは小規模の５％の、あるいは１０％の中での本当の全体の９０％を
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占める従業員５人以下の人たちに対する政策が必要なんだと。全く私も同感であります。

国もそのとおりです。だからこの５年間の間に光を当てたいというのが国の考え方ですし、

私たちもそう思います。とはいいながらも、私たちがこの間いろんなことをやっているこ

とというのは、もう小規模企業振興法の先取りを何年も前からやっているというとこが本

当でないでしょうか。 

○議長（上原豊茂君） 堤三樹磨君。 

○４番（堤三樹磨君） それは先ほど私も言いましたとおり本当に訓子府町は考え方が手

厚く、そしていろいろなものの取り組みは早いです。先ほど具体的な話で平成２８年に道

の方としては空き店舗補助を求めるために改装費用を最大限１００万円を上限として一部

の補助を、総額としては６７５万円の事業費ですけれども、１００万円を上限に一部補助、

２８年です。訓子府町３００万円でもう既にやっています、その時点で。そして空き店舗

等の改修等にあたっては５０万円のはもうそれより前ですね、空き店舗でなく、ごめんな

さい、店舗修繕、リフォームのと合わせて同じようにやっております。５０万円の補助。

ちょっと一部違うのは、その空き店舗活用に向けて道としては２、３日、つまり短期の、

これちょっと新聞ひっぱっただけなので確認していないので申し訳ない。多分間違いない

と思いますけど２、３日、２、３日の軽度のイベント等に対しても最大５０万円の補助、

認めるというわけではなくて審査あるでしょうけども、短期のものに対してもやっている。

ここちょっと訓子府のと違いますよね、２、３日の間のものであっても、短いもののイベ

ントに対しても、そういう空き店舗等への活用に対しては補助をしますよというのが確か

道の方にあるはずなんですけれども、そういうのがちょっと違うだけで、非常に大きくい

ろいろなことをしていただいています。ただですけれども、そして先ほど言いました、空

き店舗が増える、そして埋まらない理由の中で、最初に回答いただいていた商店街協同組

合等のお話で多かったのは老朽化だということ。訓子府町も２０年、新しいところはもう

１５年まだたっていません。近代化事業で行ったと。そうするとその部分はある意味では

ちょっと当たらない部分あります。ですけども空くんですよね、どうしても空いていっち

ゃう、その現実。それともう１点、先ほど町長言っていたんですけども、ちょっと言葉の

端端の捉え方の違いだと、持続的発展に関してですけども、国の考えとして、今まで国の

考えは、基本的に右肩上がりのものに対しては支援しますという基本があったと私思って

おります。そしてだけどもこの現状、先ほど言っていたように人口減少等含めると何の手

立てもない進むだけであればどんどん悪くなるだけだと。だからなんぼ頑張ってもマイナ

スでない、つまり店を閉めないでいく程度の現状を維持することで、これは役に立ってい

る、地方のために、地方のいろいろな人の、働く人々の雇用にもつながりますし、地域の

活性化につながるということを初めて国が認めた。だからちょっとニュアンスで意図は違

うと思うんですけど、言葉だけ捉えちゃうと、お互い頑張れよでないけど、もう頑張って

も、もうそこでも頑張っているんだということを国は認めたんだというふうに私は捉えて

いるんですよ。頑張っているんだと。それでも店を続けているということが。だから私も

本当に国自体がもう画期的な考え方に変えたと。だから上に上げなさい、つまり売り上げ

伸ばしなさい、もしくはこういう集客のためにこうしなさいという計画を出しなさい、そ

れに対して補助しましょうという考え方はもう既にない。今の現状維持を図れるんであれ

ば、それで十分だという補助をしましょうという考え方が、いや、それでいてその他にも
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ありますよ、確かに後継者を育成するための補助であったり、いろいろなものもあります

から、ですけれども、そういうものであるというふうに私、捉えていますので、そこの部

分ちょっと若干捉え方が常に向き合ってでなければなくて、逆に言うと今の現状でも国で

あり、地方自治体は支援しますよと。そして商工会という媒体を強化させる努力をし、そ

こに伴走させるという施策であるというふうに私は捉えているんですけども、そこに関し

ていかがでしょうか。 

○議長（上原豊茂君） 町長。 

○町長（菊池一春君） どう捉えてどうやっていくかというのは、これから具体的な動き

をやっていかなきゃならないという点では、理屈の問題じゃないという感じしていますの

で、一昨日、管内の商工会の会長と私どもの市町村長との懇談会がありました。まさに今、

議員が質問している小規模事業振興法の講演をいただいたり、いろいろな議論をやりまし

た。質問したのは私たった一人であります。講師になったのは小規模企業経営支援協会の

理事長の立石さんという方で、今ひっぱりだこです全国から。私はこう言いました。いろ

いろな新聞の中で小規模企業振興法の先取りでやっている、例えば北海道帯広市、小麦と

パンを生産者と商店街が一緒になってやろうとしている動きが出ています。これもすごい

とか、あるいは店舗の改築やそういったこともやっているということも、いろいろなこの

先取り、小規模企業の中での実践がやられていますと。その程度のことは、うちはこの条

例作らなくたって、もう既にやっていますと。やっているところはどうするんだと。それ

からもう１点は、やる側の主体者である小規模事業者の心意気というのを聞かせてくれと。

こういう質問をしました。私は、立石さんがぜひ市町村ごとに条例化はもちろんですそう

ですけども、町長の言うようにやっていると、非常にやっているというところは、さらに

中小企業者というか小規模事業者と一緒にいかにバージョンアップするかということに向

き合ってほしいということでありました。その点検に来たいというから、喜んで迎えまし

ょうと。ぜひうちの町に講演にきてくれということも、若い経営者、後継者たちも含めて

聞かせていただきたいという話をさせてもらいました。だからまさに今やろうとしている、

うちの町として、今やっているかいいということではなくて、どうして小規模の事業者を

優遇し、作っていく、みんなで作っていくというバージョンアップをどういうかたちで作

り上げていくかということが、これから私どもの担当や、あるいは商店街、商工会も含め

て求められていることではないのかなというふうに思いました。いずれにしても堤議員の

求めていることと、私が答弁していることというのは基本的には同じ、本質的には同じだ

と思っていますので、今必要なことは、私ども行政はもちろんのこと、幅広く教育関係者

やいろいろな方々、町民の方々等含めて、この条例化を現実のものにしていくということ

ではないかなというふうに思っております。何よりも私は大事なことは消費者に支持され

て消費者が地元のお店、地元の企業として大事なことなんだということの世論の形成と一

体となって取り組んでいくということが一層具体化させていかなければならないことなん

じゃないかなというふうに思えております。 

○議長（上原豊茂君） 堤三樹磨君。 

○４番（堤三樹磨君） 話わかります。ただ先ほど、くどく言っちゃうと国の哲学を変え

てまで作った法律というのは、もう今の現状、つまりもう明日でも閉店するかもしれない

けど、もうちょっと頑張って開けようという努力をしている事業者、小規模事業者でも非
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常に地域活性のため、もしくは雇用継続、いろいろなもの含めて貢献してるし、そのこと

を認めるという私はくどいですけども、その部分はこの今回の条例の国が定めた条例の大

きな部分だと思っておりますので、そこの部分がちょっとそれでもその現状であっても支

援、支持し、何とか続けるようなお手伝いをするというふうに私はこの条例を捉えている

ものですから、そこの部分がどうも町長がおっしゃっている部分と、総体的にはそうなん

です。延ばしてでもそうしなきゃなりませんから、お互いがしなきゃならん、でもそれも

含めてもう今はもうそれを超えちゃった状況も含めて支援しますよとうたっている条例だ

と私は思っていますんで、そこをもう少し考えの中に加味していただけないかなという思

いがあります。 

 もう一つ支援策の中で、この小規模企業基本法の中で、域内、地域内、区域内の受注機

会の増大というのこれ非常に強くうたっております。訓子府町非常に尊重されていると思

います。その中で大店の役割もしっかりうたっております。大店はそれを逆にいえば小規

模事業者の育成の側に回れというようなことを明確にうたっております。それでもう一つ、

これ特出して時間がないので話させてもらうと、域内の受注機会の増大と、ここに関して

も区域内においてそうしないともうさらに小規模事業者というの残れません。ですからそ

この部分をもう１回条例作る部分に再度再考していただきたいというふうに思いますので、

それを要求？します。 

 総括的に戻りまして、大体町長にご回答いただいていますので考え等はわかりましたし、

私は基本的には変わらないんですけど、ただ、もう少しハードル下げてもいいんじゃない

かなと私思うものですから、それでお願いも含めてさせてもらいます。 

 最後に１点、地域商業の活性化と、総体的な部分で再度あらためてお聞きします。先ほ

どから言われているように中心商店街は非常に厳しい状況です。これからも後継者含めて

にぎわい、私は町長のご回答からもあるように、シティ、ニコット等が出たことによって

町内の・・・ 

○議長（上原豊茂君） あと２分です。 

○４番（堤三樹磨君） 消費環境は変わったということも含めると、じゃ私はもうある意

味、町の真ん中のにぎわいの絵図って違ってきているんじゃないかな、消費のかたち、そ

れに対する考えは町としてお持ちじゃないかな。 

○議長（上原豊茂君） 回答求めるんだったら時間残してください。 

○４番（堤三樹磨君） はい。そのことに対して絵図がないかどうか。今現状的にはない

かどうか。先ほどいったように商店街のその部分も支援します、大型店との連携もあれし

ましょうと、消費環境をつくります、わかります。ですけれども、商店街に対するどうい

うふうになっていく、作っていくという絵図がないかどうかをお聞きしたいと思います。 

○議長（上原豊茂君） あと１分５０秒ぐらいです。 

 町長。 

○町長（菊池一春君） 時間がありませんので、シティやニコットが出てきた段階で１年

たたずして、当時の小中商工会事務局長に影響についての調査聞いたことがあります。ほ

とんど影響ないと。すなわちそれだけ今まで北見に行っていたものが町内で消費を賄える

ようになったということですということでした。しかしそれは思いでありまして、あれか

ら今およそ２年たちます。あらためて今この小規模事業振興法が条例化することによって
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商圏における消費動向や考え方、そしてこの近代化、市街地区形成の中で今、課題とやる

べきことは何なのかということをやはり共有し合うということは極めて重要なんではない

かなというふうに思います。そしてそれを政策的にどう反映していくのかというのは、こ

れからの１０年間で求められていく、とりわけ振興法でいったらこの５年間というのは重

点事項ですから、急がなければならないということが本当のところだと思います。 

 同時に冒頭、生意気なことを言いましたけども、実際にやっている５３店舗の皆さんに

敬意を表しつつ、厳しい現実の中で自らの身を自らの経営戦略や経営分析、事業統計含め

て、どうするのかという展望を、まずはそこから、そして子どもも含めて、やるぞという、

こういう意識あってこそ、私は次のステップができあがっていくというふうに思えてなら

ないものでありますので、その辺ではＯＢの堤議員のまたお力添えもお願いしたいと思い

ます。 

○議長（上原豊茂君） 堤三樹磨君。 

○４番（堤三樹磨君） ありがとうございます。これで質問終わらせてもらいますけど、

ただ１点だけ、今現状含めて非常に厳しい・・・ 

○議長（上原豊茂君） ３０秒です。 

○４番（堤三樹磨君） ある意味で絵図は作らなきゃ私はこれからは町としては絵図は作

っていかなきゃならないと思います。町の中心部に、どういうものをどうしていくかと。

それは重大プロジェクトじゃなくても必要な部分かなと思いますので、そこの検討をもし

今、絵図がないんであればしていくべきではないかなと思いますのでよろしくお願いいた

します。 

 以上をもちまして、質問を終わらせていただきます。 

○議長（上原豊茂君） 堤三樹磨君の質問が終わりました。 

 ここで午後２時１０分まで休憩といたします。 

 

休憩 午後 ２時 ３分 

再開 午後 ２時１０分 

 

○議長（上原豊茂君） 休憩前に戻り、会議を再開いたします。 

 次は、２番、川村進君の発言を許します。 

 ２番、川村進君。 

○２番（川村 進君） ２番、川村です。一般質問を始めさせていただきます。 

 今回の質問、まず二つありますが、一つ目、食育についてお尋ねします。 

 給食で子どもたちに提供されている主食の米について、まず初めにお伺いします。 

 一つ目に、町内で生産されている「米太郎」を使用しておりますが、これがどうして入

札ではないのか。 

 二つ目に、「米太郎」の購入価格は、北海道学校給食会の共同購入価格との差はどの程度

あるか。 

 三つ目に、「米太郎」栽培における農薬の使用量はどのようになっているか。 

 これはまず教育長にお尋ねします。 

○議長（上原豊茂君） 教育長。 
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○教育長（林 秀貴君） ただいま「食育について」３点のお尋ねがございましたので、

お答えさせていただきます。 

 学校教育における食育の推進については、成長期の子どもたちにとって、健全な食生活

は、健全な心身を育むために欠かせないものであり、また、食を通して地域や食文化への

理解、自然の恵み、勤労の大切さを理解するなど重要なものであります。 

 また、学校給食は、地場産物を活用した給食の提供などで、食育活動に生きた教材を提

供し、地域の産業や文化を理解し関心を深めるなど、高い教育効果が期待できるものであ

ります。 

 まず、１点目の「米太郎の使用について、入札ではないのはなぜか」についてのお尋ね

がありました。 

 「米太郎」の使用に至る経過について、学校給食での主食である米については、従前は

北海道学校給食会から納入していましたが、平成１２年度から地場産物である「米太郎」

を一部、給食で使用を開始いたしました。その後、保護者アンケートの意見の中で「安心

で、おいしい米」である「米太郎」の継続使用の希望が多いことと、生産者側での学校給

食で使用する米の供給が確保できる体制となったことから、平成１９年度から全量、「米太

郎」を使用することといたしました。 

 入札などを執行しない理由につきましては、「米太郎」の生産団体である「米太郎倶楽部」

との契約栽培のかたちをとっていることから、生産者との直接取引をしているところです。 

 次に、２点目の「米太郎の購入価格で、北海道学校給食会との価格差」についてのお尋

ねがありました。 

 北海道学校給食会については、全道の児童・生徒を対象とした食育活動への支援や安心・

安全な学校給食物資を安定的に供給する事業を行う公益財団法人であります。 

 「米太郎」と北海道学校給食会との価格差については、平成２９年度の単価では、「米太

郎」がキロ当たり３２９円、北海道学校給食会の単価は３１０円と、その価格差は１９円

となっていますが、食育における地場産物の活用や保護者からの要望、本町の稲作の振興

などの観点から「米太郎」を使用することを選択しているところです。 

 また「米太郎倶楽部」では、毎年、小学校での稲作体験活動を受け入れ、学校教育にお

ける食育の推進に積極的に協力いただいているところであります。 

 次に、３点目の「米太郎栽培における農薬の使用料について」のお尋ねがありました。 

 「米太郎倶楽部」については、安心・安全な農産物の生産を目指し、活動を展開してい

る「訓子府町クリーン農業推進協議会」の一員であり、良質な土づくりと減農薬栽培に力

を入れている組織であります。 

 「米太郎」の栽培における農薬等の年間の使用料については、北海道の基準と比較し、

化学肥料では約３割減、化学合成農薬の使用では約５割減であることから、減農薬栽培の

基準に適合する栽培方法であります。 

 以上、お尋ねのありました３点について、お答えさせていただきましたので、ご理解賜

りますようお願い申し上げます。 

○議長（上原豊茂君） 川村進君。 

○２番（川村 進君） それでは、重ねてお伺いします。これは安心と安全が担保されて

いる米だということですか。なぜなら、農薬というの、これ私たちが議員になって、それ
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から何年かして小麦振興組合というんですか、小麦を栽培している方たちがヘリコプター

を使った防除に入ってきました。そのとき、ああそうか、そしたらどんなヘリコプターか

行って見たいな、行ってみようかって行ったら、小麦は小さなヘリコプターで農薬を散布

するからはっきり言って原液を散布すると。風向きで体にかかったり頭にかかると大変な

目に遭うから、そんな簡単に見に行くとか、そばへ寄っていくとかというもんではないと、

はっきり教えられました。そして、その後すぐこの町の前の歩道、この縁を、除草剤を高

齢者勤労センターで散布しました。そうしたら、そのときもやはり風が吹いて除草剤が相

当量、玉ネギ畑に散布されて大きな問題になって、補償問題にまで発展して、高齢者勤労

センターが農協とそれから生産者と話してっていう、そういう事件がありました。私はそ

のときにまだ議員でなかったんだけれども、聞いて驚いた。いやこれは大変なもんだ、農

薬というのはという認識をしました。そして今回、私がこの「米太郎」の安心と安全を担

保できるかどうか、それでなかったら、これは「米太郎」を使ってはいけないと思います。

そして３２９円と３１０円という、この１９円の差というの、年間約１５万円の差です。

今、訓子府町は財政健全化を図り、諸経費節減ということで、われわれここへ入ってくる

前の控室、電気消していますから、それで本町は庁舎の中は昼休みは全部電気消え、そし

ていろいろやっています。それは経費節減、どこまでもやらなきゃならんのは、はっきり

言って、財源不足を解消するためには、どんな小さなことからでも始めなきゃならん。そ

れで私思います。年間１５万円って口にするけれども、これもう１９年からだって１０年

目ですから１５０万円からの金になります。これ永久不変にずっと続けば大変な金額にな

るんです。ですから、どのような考えでね、そんなに「米太郎」がいいものであれば、逆

に教育委員会が中心にならないで、商工会とタイアップして本町の名産、有名だって言わ

れて、どこの町村にも誇りを持っているソースかつ丼ですか、に使ってもらえばいいんで

す。子どもたちにはやはり安心して食べてもらう、おいしいと言われる。これは大切なこ

となんです。それで今言われた子どもたちに農業生産の大切さを教えるとか、いろいろな

ことをやっていると言いますけれども、どれほどのことがあるか、であれば、平成１２年

からやっているとしたら、後継者がいないとか、後継者不足とか、花嫁が来ないとかとい

う問題と連携して、それらをやっているのかどうか。どうですか教育長、そういうことは

全然関係なく、ただやってられるのですか、お尋ねします。 

○議長（上原豊茂君） 管理課長。 

○管理課長（森谷 勇君） ただいま、質問の中から安心・安全の米の農薬の使用の関係

の点と、「米太郎」と学校給食会の価格差の問題、それと「米太郎」の生産の拡大について、

３点のお尋ねがありましたけども、まず安心・安全な米の関係で、農薬の散布については、

ちょっと専門家ではないので具体的な技術的な方法についてはわかりませんけども、先ほ

ど答弁の中で申し上げましたクリーン農業推進協議会の中で自主的な化学肥料や化学合成

農薬の使用量については、自主的に基準を設けて栽培を行っているというものです。議員

心配されている専門的には何か※ドリフトという影響というのもあることは心配されてい

ると思いますけども、それの基準については道で示されている減農薬の基準に合致した使

用量ということで、各生産者が農協の方に栽培履歴というのを、どれだけの農薬を使って

いるとか、どれだけの化学肥料を使っているのかというのをきちんと栽培履歴を提出した

中で減農薬栽培という基準に適合した栽培方法であるということを確認して、給食センタ

※ドリフト：農薬の使用において、散布農

薬が風などの影響で目的外の

作物に付着すること。 
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ーの方で使っているという状況です。 

 また、米の価格差については、学校給食については、材料費を保護者の方からいただい

て、それで全てを賄っているということです。町からの手出しは一切ございません。保護

者の強い訓子府の「米太郎」の使用についての要望が強かったということを受けまして現

在も「米太郎」を使っているという状況であります。 

 また「米太郎」の生産の拡大についてですけれども、聞くところによりますと、本町の

稲作の主力はもち米です。というふうに聞いています。ちょっと古い統計資料ですけども、

２６年度では、大体６６ｈａの水田畑があって、その中でうるちを生産しているのは約６

ｈａから７ｈａぐらいということを聞いております。これについては「米太郎倶楽部」が

学校給食や各個人との契約栽培の中で必要量に基づいて生産をしているという、大変、減

農薬ですので手間がかかるということで、そういった観点で生産をして、学校給食センタ

ーの方に納入していただいているという状況でございますので、そういったことが拡大で

きるかどうかというのは、生産者の皆さんの考え方というね、これからのうるち米の生産

についての考え方にかかってくるのかなというふうなことで認識をしているところです。 

○議長（上原豊茂君） 川村進君。 

○２番（川村 進君） あのね、これははっきり言って、米は、主食は安心と安全が担保

されているということでいけば、今、市販されている米が一番安心ですよ。われわれの近

くで生産されているって、これ農協のいろいろな方とも話したことあるけども、種子をど

こから買って、どこでどのような肥料を使ってということ、それから始まるんだと。そう

すると訓子府町がどこの種子を使ってといって、そして最近は種子の規制が外れたからひ

ょっとしたら訓子府町の自分たちで作った米を種に使っているかもしれないぞという人が

いて、それで農林商工課長に私は確認をしてもらった。農林商工課長どうだったい。 

○議長（上原豊茂君） 農林商工課長。 

○農林商工課長（遠藤琢磨君） 今、川村議員から質問の種子に関しまして、直接、米太

郎を作付けしております農家の方に確認をさせていただきました。種子、要するに種です

ね、稲種、稲の種ですけれども、これについては現在川村議員がおっしゃるように規制緩

和っていうか、もう規制等はございませんので、どこからでも今、購入できる状況になっ

てございます。ホクレンでもありますし、一般の穀物の会社等でもいろいろな種類の種子

を販売しておりますので、訓子府町についてもそういうところから買っているということ

で、自分たちが作った米をまた種にして次の年に植えるということはしていないというこ

との回答を得ております。 

○議長（上原豊茂君） 川村進君。 

○２番（川村 進君） あのね、確認したけども、あなたの説明では、訓子府町で作られ

ている米を訓子府町で種にして栽培していると言った。ということは自分が作った種を自

分の田んぼにまいていないけれども、よそのものをまいているということで、そう理解し

たよ私はね。いやもうこれはいい、種はね。ただ問題はね、残留農薬、肥料の成分分析を

したものがきちんと出ているかどうか。これは大切なこと。ね、教育長。それをしないで、

安全と安全が担保できているというような言い方をしてもらったら困る。 

 それともう一つは、後で町長にもお尋ねしますけども、今、商工会というのが非常に弱

って疲弊しているというときに、お米屋さん何軒あるか、そして、その米の販売している
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ところに今、本町のパートタイマーとか社員とかいう方が大変雇用されている。そうした

ときに本来の姿は商工会から今、化石燃料といわれる石油類、ガソリン、灯油、軽油とい

うものは、ガソリンスタンドから代わり番、回り番で買っている。であれば米も当然そう

ならなきゃいけない。代わり番に回って、「米太郎」も売るんだったら１件に入れて、５件

なり６件で代わり番に買って、そうするのがベターであって、「米太郎」一つ、「米太郎」

の米倶楽部だか米生産、これは確か「ななつぼし」って聞いている。ななつぼしは一般の

スーパーマーケットで特売価格っていうの２９０円から３００円の間で売っている。私も

何回か買ったことある。２９５円なんていうときは喜んで買っていると。そういう計算で

いくと３２９円は高いと思うよ、私はね。そしてそれが訓子府町だって金ないって困って

ようやっとやっている行政ですから、これは代わり番に商店に力をつけてもらうためにも

ね、代わり番に買ってもらうという、そういう考え方で私はやってもらいたい。それでこ

れについては町長いかがですか、考えていただけませんか、町長にお尋ねします。 

○議長（上原豊茂君） 教育長。 

○教育長（林 秀貴君） 町長ということですけど、まず私の方からお答えさせていただ

きたいと。まず給食というところでいいますとですね、やはり議員もおっしゃっているよ

うに安定的に食材を供給されて子どもたちに安心で安全な給食を提供するというのは、や

はり私自身も思っているところでございます。それと一部、川村議員のお話の中で小売店

の米が一番安心だというお話もありましたけど、お米の中にはいろいろな種類も、もちろ

ん特別栽培米だとか減農薬米だとかいろいろ、一般的に売られているのは、そういう特別

米とか減農薬米ではなく、農薬が一般的なお米を売っていると私自身は認識しているとこ

ろです。そのような中で、うちのやはり安心・安全というのは何かと考えたときに、先ほ

どいった安心、安全という部分でいえば、先ほどから言っているように、うちの「米太郎」

は５割の農薬を減した中で手間暇をかけながら生産者の方が生産されて、私たちに納入し

ている。それと安心ということを考えたら、やはり地場産物で顔が見える、生産者の顔を

見た中で、それをやはり私どもで納入させていただいているという点でいえばですね、私

は米太郎というのは、本当に安心で安全な米だというふうに思っているところです。 

 また価格のお話もされたところでございます。それで３００円とか、キロ当たりのお話

もありましたけど、一般的なお米の価格でいうとですね、やはり３００円の後半から４０

０円あたりが小売店で売っているななつぼしの価格だと私自身は認識しているところでご

ざいますけど、それとやはり地域の中の小売店の振興という観点はもちろんそういうとこ

ろがあります。前回６月の定例会で、食育に関するご質問の中で川村議員からもそういう

町内の納入業者の関係もご質問あったところで、私たちとしては、やはり地元で賄えるも

のは極力地元で今、発注をして納入していただいているところで、食材の割合としたら町

内が約、今、学校給食とこども園入れて、町内で納入しているのが約６割程度ですので、

それは私たち学校給食としても、価格だけの話をするとですね、なかなかそういうところ

にはいかない部分もございますので、そこは地域振興を考えながら、今そういうさまざま

なことを総合的に勘案して食材の発注をして今、納入して安心で安全な給食を提供してい

るところでございます。 

○議長（上原豊茂君） 川村進君。 

○２番（川村 進君） 教育長の言うように安心と安全というのは、あなたが信じ、われ
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われも信じたい。そしてＰＴＡの方、父兄の方も信じているんだろうけれども、今の「米

太郎」と一般の場合で４００円なんていう米ないですよ。今、キロ当たり３５０円で売っ

ている米っていうと、ゆめぴりかとかいう米だけで、４００円なんていう米はないでしょ

う。４千円を超える米というのは、全道展開しているスーパーマーケットになんかもう見

たことがない。ゆめぴりかが一番高くて３８０円台であったとき、高いなという感じをし

たことがありますよ、４００円というのはちょっと認識がちょっとおかしい。それでまあ

いいです。ただ私が先ほど町長に言った、化石燃料、石油、ガソリン、石油というのが総

称だけど、ガソリン、軽油、灯油、これらは回り番で納入してもらっているはずです。し

たら、米も「米太郎」も１社と考えて必要なところ、そしてはっきり言ってこの後から出

てきたシティというんですかラッキー、ここは１４、５人のパートタイマーが訓子府町か

ら雇い入れられ、そして夜の高校生のバイトも４、５人います。ですから当然そういうと

ころはそりゃまあ売り上げもいっぱいあって格差が出て小さな小売店は大変かもしれない

けども、本町にとっては大変役に立つ企業です。ですからそういうところから本来、米を

求め、農業政策においては減反政策であるとか、それから何だ、いろいろの政策によって

庇護
ひ ご

されて、擁護されています。農業政策では米づくり農家は。ですから当然、私たちが

考えなきゃならんのは、今、商工会で、疲弊して大変だ、人口は減少する、買ってくれる

ものはないといっているときには、町の、お米であったり、いろいろ給食センターで使う

ものとか、いろいろなものは、やはり町から米太郎でなくて、買うのがベターでないかと

思いますが、町長どうですか。 

○議長（上原豊茂君） 町長。 

○町長（菊池一春君） 給食全体で大体、二千五、六百万円、材料として購入しています。

そのうちの半分は大体町内、町外学校給食でいっている専門メーカーから買っているもの

が半分、そのうちの米太郎の占めているものというのは大体１８０万円前後だと記憶して

います。私はこの１８０数万円が高いか安いかという議論を財政上の問題だけで語れるか

どうかということを町長としては言わざるを得ない。むしろ米の生産農家がより安全で安

心なものを地元の子どもに食べていただきたいという要請に応えていく。これは教育的に

いうとまともな発想でないかなと思います。今「ミルククラウン」が牛乳を販売していま

す。いろいろテストで飲んでもらったり、いろいろしたら、やはり地元の牛乳の方がおい

しいって子どもたちのアンケート結果からも明らかであります。そういうある意味では市

販されている米の方が安全だ、あるいは地元の生産の方が農薬使い過ぎているのではない

かとかっていろいろ危惧されている方あると思いますけども、私は認識違います。非常に

もっと地元で生産されているものを農家の方々が自分たちの子どもたちのためにおいしい

もので、安全で安心なものを食べていただきたいということに、行政として可能な限り応

えていくというのがまともでないかと思います。ですから教育長が先ほどから答弁してい

ることについては、私は正しいと思いますので、同じ考え方だというふうにご理解いただ

きたいと思います。 

○議長（上原豊茂君） 川村進君。 

○２番（川村 進君） あのね、はっきり言って財政健全化、これはお米に限らず何でも

そうです。町長は私が居武士の小学校の件についてお尋ねしたときに、居武士の小学校に

２８年度は１，５００万円ほどのお金が入っていると管理課長が教えてくれましたけども、
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そのとき町長はそういうようなお金があっても町の財政は楽になりませんと私に答えてい

ます。であれば、そういうことから考えて、もう既にね、おかしいんですよ。私は弥富市

っていうところ、海抜ゼロメーターといって、ちょっと水が出るともうすごく水がつくと

ころで出稼ぎに行って、そのときにいろいろな人と飲んだり食ったりしたときに、何て教

えてくれたか。そのときは議員でなかったんだけれども、町の財政、それを考えるときに

は一般の家庭の家計簿をつけるように、１円、５円というお金を大切にしてやっていかな

ければ町の財政なんか建て直せませんと。はっきり言って、それほど大切なのは財政と。

これから訓子府町どれだけ続いていくか。どこかと合併するかどうかわかりませんけども、

借金残してということ、私のはっきり言って議員やっているとき、あともう少しです。私

肺がんでもういつ死ぬかわかりませんから、それまでに借金はとにかくしてもらったら困

るんです。はっきり申し上げます。私が議員やっているときに借金が増えてっていうよう

なことになるのはつらいですから。ですからよく考えてやっていただきたいと思います。 

○議長（上原豊茂君） 議員、食育との関係をちゃんと問題にしてください。 

○２番（川村 進君） はい。 

○議長（上原豊茂君） 食育との関係を質問してください。 

○２番（川村 進君） 食育との関係は同じですよ。食育から進んで・・・ 

○議長（上原豊茂君） 進んだのはいいけど、方向が変わらないように。 

○２番（川村 進君） １円、５円の金を痛ましい、大変だと思って節約して米を買って

くれということです、言っていることは。それではっきり言って本当の話は、給食センタ

ーで買う食料品なり、いろいろなものは訓子府の全てのところから平等に買っていただき

たいというふうに考えております。それでは二つ目の・・・ 

○議長（上原豊茂君） ちょっと待ってください。今の質問に対する回答があります。 

 町長。 

○町長（菊池一春君） 可能な限り地元の小売商業のお店屋さんから納めていただくとい

うことは、私は教育委員会の給食センターを中心にして実行している。お米や地元で直接

生産している野菜類等含めて可能な限り地元で、父さん、母さんが生産したものをより安

心で安全なものを子どもたちに食べていただきたいというのも、これはお金の計算だけで

はなくてですね、お金的にも決して高くないですよ、３２０なんぼっていうのは。ですか

ら、そういうちゃんと物事の大事さを見極めて進めているということをご理解いただきた

い。 

 関係ないことと言えば関係ないですけども、居武士小学校の学校が交付税で大体２千万

円ほどの財政的な措置をいただいています。人件費等は道教委です。運営費からいくと、

ほとんどそれで賄っている。だから居武士小学校を財政問題だけで語るということにはな

らないんだということを私は前にも答弁したというふうに思っています。 

 そして、ご存じのとおり企画財政課長から昨日ご報告申し上げましたように、借金等含

めて、私どもの財政健全化、実質公債費比率は私が町長になったときの１９％を超えてい

る状態から７．２％まで、大変な皆さん方のご努力でここまできたということも一つは健

全な財政運営をさせていただいているということもご理解いただきたいということで私の

答弁です。 

 以上です。 
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○議長（上原豊茂君） 川村進君。 

○２番（川村 進君） 今の居武士小学校の件ですけれども、それはちょっと違いますよ

町長。居武士小学校の統合をすれば年間２千万円というお金が浮くということは、その２

千万円はよそに使えるんです。はっきり言って。居武士の小学校があって何かいいことと

いうのは、あんまり考えられない。それで居武士の２人、３人の父兄の方が絶対統合に協

力してくださいと言って、言われています。ですからこれは今、町長が言われたから言う

けれども、居武士の小学校は統合する方がいいと思っています。 

○議長（上原豊茂君） 議員・・・ 

○２番（川村 進君） それでは、もう同じ水掛け論になってもしょうがない、堂々巡り

も嫌ですから、通告している二つ目の入札についてお尋ねします。 

 町で実施している工事に関する入札について。 

 一つ目、透明性を高め、公正な入札執行を図るため、公開して行うことはできないか。 

 二つ目、特定建設工事共同企業体の運用について、対象工事の規模、それから種類およ

び構成員、これ構成員といったら人員のことです。構成員数、それからこの共同企業体の

組み合わせ、資格、これについて。 

 三つ目、過去５年間の工事の入札における不調の件数は何件か。 

 この３点お伺いします。 

○議長（上原豊茂君） 町長。 

○町長（菊池一春君） ただいま「入札について」３点のお尋ねがございましたのでお答

えをさせていただきます。 

 まず１点目に「透明性を高め、公正な入札執行を図るため公開を行うことはできないの

か」とのお尋ねがありました。 

 ご承知のとおり、入札は、事業ごとに指名委員会で指名した業者の入札参加者と町の関

係職員によって、あらかじめ指定した会場において入札を執行しております。また、開札

は入札参加者立ち会いのもと、入札に引き続いて行いますが、慣例的に入札参加者をはじ

め町の職員も含め関係者以外は入札開始から開札終了までの間、原則入札会場への出入り

を認めていません。 

 これは、一見入札が密室で閉鎖的に行われている印象を与えますが、入札参加者が席を

離れることで入札にあって何らかの事故などが生じないよう配慮し、このような対応をと

ってきたものでございます。 

 お尋ねのございました「入札の公開」でございますが、北海道など一部の自治体で一定

の決まりを設け、報道関係者や一般の傍聴を認めている例もあり、公開の可否で申し上げ

ますとできるものとお答えさせていただきます。 

 ２点目に「特定建設工事共同企業体の運用について対象工事の規模、種類および構成員」

についてお尋ねがございました。 

 特定建設工事共同企業体とは、建設工事の特性により、工事ごとに結成される共同企業

体でありますが、対象工事の種類・規模、構成員、資格などの運用基準を設けてございま

す。 

 まず、対象工事の種類・規模でございますが、大規模な工事で、工事予定価格が舗装工

事、上・下水道工事、造園工事等を含む土木工事で１億円以上、建築工事で２億円以上な
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どとなっておりますが、技術的難度の高い工事と認められる場合はこの限りではないとし

ております。 

 次に、構成員です。４社以内とし、その組み合わせは、最上位等級のみ、あるいは最上

位等級および第二位等級に属する者の組み合わせを原則としております。また、構成員に

は、訓子府町内に主たる営業所を有する企業、いわゆる町内業者が１社以上含まれていな

ければなりませんが、工事等の技術的特性その他の事情により、町内業者を確保すること

ができない場合は、この限りではないとしております。 

 資格につきましては、当該工事に対応する許可業種につき、営業年数が４年以上あるこ

と。当該工事を構成する一部の工種を含む工事について、元請として一定の実績があり、

当該工事と同種の工事を施工した経験があること。全ての構成員が当該工事に対する許可

業種に係る監理技術者または国家資格を有する主任技術者を工事現場に専従で配置し得る

ことが構成員を満たす資格条件になっております。 

 ３点目の「過去５年間の工事入札における不調の件数」でございますが、ご承知のとお

り公共工事の入札で、参加者が現れないか足りないことを「不調」、請負工事の場合、全て

の入札価格が落札の上限である予定価格を上回ることを「不落」とされております。 

 お尋ねのありました、過去５年間の不調件数でございますが、１件となってございます。 

 以上、お尋ねのありました３点についてお答えをいたしましたので、ご理解を賜ります

ようお願いを申し上げます。 

○議長（上原豊茂君） 川村進君。 

○２番（川村 進君） 今回、入札についての１点目の、これは公開されなくてもしょう

がない。しかし今回私が不審に思って、この質問をするきっかけ、これは町内の方ともい

ろいろお話しました。そのときに、こども園の入札、これが何か変だなということ。それ

で聞いてみたら、これは入札でなくて、はっきり言って、工事名、こども園建設工事とな

って、これには請負契約の締結について、議会の同意を求めるものとして、これ入札でな

くて、これは何ていうやり方なのか。共同企業体としてＡランクが３社、そしてこれには

契約したいのでということで、予定価格１０億６８万４，８００円、契約金額９億９，３

６０万円、そしてその内訳が一つには、外構等工事８，６５０万８千円、これは入札でな

くやったんですか、町長。入札でないね、これ。 

○議長（上原豊茂君） 総務課長。 

○総務課長（森谷清和君） こども園の建設工事の関係でございますけども、これの契約

方法につきましては、入札により業者の方を選定して工事の方を実施したということにな

っております。 

○議長（上原豊茂君） 川村進君。 

○２番（川村 進君） 入札したけども不落になったんじゃなかったのかい。そしてその

不落の後に何か私が聞いた話では、予定価格をつり上げて出てきて、もう一度というのが

負担行為でやったということで、入札ではないんじゃないのかい、これは。 

○議長（上原豊茂君） 総務課長。 

○総務課長（森谷清和君） ただいま、議員からご質問にありましたように、１回目の入

札で不落となりまして、その後ですね、予定価格を積算し直しまして、その後、あらため

て入札を２回目やりまして、落札業者を選定させていただいたということになっています。
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時間的な経過で申し上げますと、平成２７年３月２３日にはじめに入札を行いました。そ

の後ですね、３月３０日にあらためてまた入札を行ったという流れとなっております。 

○議長（上原豊茂君） 川村進君。 

○２番（川村 進君） それじゃあ、どうして値段が上がったの。何で予定価格が上がっ

たの。 

○議長（上原豊茂君） 総務課長。 

○総務課長（森谷清和君） 町では、訓子府町工事等入札執行取扱基準というのを定めて

おりまして、この中で１回目の入札でですね、１０％または５千万円以上の予定価格と入

札価格との差が生じた場合については１回で入札を打ち切って、その後、現場の実際ので

すね、見積価格というのが、現場の施工実態とのちょっと乖離
か い り

があったということを判断

しまして、その１回目終わった段階でですね、入札に参加した業者の方から、それぞれ内

訳書、見積もりの内訳書をいただきまして、それで再度、積算をし直しまして、予定価格

の方をあらためて設定させていただいて、あらためてまた入札案内をさせていただいて入

札を行ったということでございます。 

○議長（上原豊茂君） 川村進君。 

○２番（川村 進君） これね、私らに入ってきて、私らも聞いた話では、入札不調にな

ったと。そしてその後、訓子府町のＡというＡランク３社が共同企業体を作って、そして

何か変な具合に入札落ちたというようなふうな言い方されて聞こえてきました。それでそ

んなＡ３社が三つになって共同企業体を組むなんていう入札があるんだろうかという、そ

れは町民の皆さんが何か変だなと言いました。それで今回聞いたら、債務負担行為でやっ

たと。それから入札でないという説明と。そして途中で価格が上がった。大体が価格が上

がるなんて、実際に私は議員でなかったけれども、予算が通った、その予算を通した後に

予定価格を上げたということになったら、議会を開いて、それが承認されたということか

い、これは。 

○議長（上原豊茂君） 総務課長。 

○総務課長（森谷清和君） ちょっと誤解があっては困りますので、ちょっとあらためて

ですね、この共同企業体の方ですけれども、北見市内も含めましてＡランク上位のですね、

本町での受注実績のある業者５社、５社を予備指名しまして、そこの業者が今度あと町内

の業者、あるいは町内で業者が見つからない場合については置戸町も含めてですね、業者

同士が共同企業体を組んで、それは自主結成ですけれども、組んでいただいて、うちの方

の入札の資格審査の申請をしていただいて、その後、指名委員会の中で再度審査を行いま

して共同企業体を指名したという流れでなっています。ですから、ただこちらの方で町内

３社を共同企業体を組んだとか、そういうことではなくて、まず５社を選んで、そこにそ

れぞれ町内の業者が組み合わさっていったということでご理解いただきたいと思います。 

 それから予定価格の変更の関係でございますけれども、これにつきましてはですね、１

回目、３月２３日に入札を行いましたけれども、その後、先ほど申し上げましたように入

札参加の業者の方から見積書の内訳をいただいて、現場の実態等も乖離があったというこ

とで、あらためてうちの方で積算をし直しまして、その後、３月２４日にですね、議会の

全員協議会を開いていただきまして、その中で予定価格の積算内容の見直し内容等もご説

明させていただいて、２回目の入札を行ったという経緯となっております。 
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○議長（上原豊茂君） 川村進君。 

○２番（川村 進君） これはね、私は終わったことですから、あまりがたがた言いたく

ないんだけれども、これから、はっきり言うけれども、１５億６，６００万円というスポ

ーツセンターの建設があります。そしてそれが終わるか終らんかに今度は図書館の建設、

これも１０億円を超えるであろうかという工事が次から次へと控え、このスポーツセンタ

ーの工事のときには、青少年研修館というんですか、研修センター、これも併設されるん

ですね、そうするとやつぎばやにたくさんの工事がある。そのとき町民の皆さんはものす

ごく金を使って借金して、そして入札がどうもうさんくさい、何がやってどんなになって

いるかわからんということです。それははっきり言って、何人もの方、何人もですよ、何

十人とは言いません。何人かの方だけれども、私に言って、じゃ私一回聞いてみるよと。

議員の中にも、私が聞いた、こういうのあるんだろうかと言ったら、よくわからないと言

う。それでここに問題は、これ道新に掲載されていましたけれども、落札率という、一番

大切だと。それでオンブズマンという方たちが落札率、予定価格に対して９０％の落札率

であればどうもうさんくさいぞと。より談合に近いと言えると。それが予定価格でいって

落札率が９５％を超えたらもう、はっきりと書いてありましたね、これは談合といえると。

といいますと、これ今日も確認したけれども、この１０億６８万４，８００円、それで契

約金額が９億９，３６０万円、これ割ってみると９７．２％、落札率が９７．２％になる

ということは、これは異常な数字だというふうに解釈しています。どうしてこんな数字が

出るか。それで今回、９月５日に執行した入札、これはスポーツセンターの解体工事とな

っています。これも予定価格が１億６，７８７万円、落札価格が１億６，３４０万円、こ

れも９７．２％の落札率、そうなるとこれオンブズマンの方々が言う、もう両方ともが、

より黒く、そういう印象を与えてしまう。これでは困りますよ。ですから１５億６，６０

０万円なんていう大きな、この庁舎が２２億円を超えています。それで叶橋が１０億円を

ちょいと超えた。それで今度のあれは、中学校がいくらだったか、もう２０年近く前だか

らわからないんだけれども、１５億６，６００万円という工事は、本町においては、もう

そんなにできない。であればきちんとやってもらって、途中で入札で途中で予定価格を上

げました、そんなこと、どうも不思議でしょうがない。町職員は腹痛まないから。自分の

懐から出る金でないから。しかし、そういうことを考えてやってもらわないとこれはどう

にもならないよ。総務課長どうだい。 

○議長（上原豊茂君） 総務課長。 

○総務課長（森谷清和君） ただいま、お尋ねありまして、談合の落札率のお話なんかも

ございましたけども、まず今回の予定価格を動かした点について申し上げますと、一つの

入札の中で、１回目で例えば落ちなかったから２回目の一つの入札の中で２回目やるとき

に動かしたとか、そういったことであればちょっといろいろ詮索されるということも出て

こようかなと思いますが、あのときはですね、１回目の入札の時点でですね、１回目の予

定価格が９億６，０６９万２，４００円だったんですけども、最低入札価格が１０億７，

４６０万円ということで、その差額というのが１億１，３９０万７，６００円、率にしま

すと予定価格と比較しますと１１．９％の開きがあったと。予定価格自体もでかいので同

じ１１％でも１億円を超える差額があったということで、これでは２回目をやっても、そ

の場でですね、２回目をやったにしても、これは落札する見込みがないということで、先
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ほど申し上げました取扱基準を設けておりまして、その中で１回目でそれだけの開きが出

た場合については、再度、予定価格なりを積算し直して、もう一度入札を行うという手続

きをとったということでご理解いただきたいと思います。 

 それから談合の落札率のお話ありまして、９５％を超えたらもうオンブズマンのご指摘

では談合ではないのかというようなお話もありましたけども、以前ですね、管内の入札の

執行状況なんかも調べまして、その落札率なんかも調べたところでございますけども、当

時で一番落札率の高かったところで大体９９％ぐらい、１年間ですよ。それから一番低い

ところで申し上げますと９４．６％ぐらいということでございました。うちの場合ですと

平成２８年でいいますと９７．２８％ですから９７．３％、今のは工事入札の関係です。

委託を除いた工事入札だけの話です。２７年度をみますと９７．７２％、２６年度が９８．

５９％ということで、ご指摘のことで言えば、９５％を超えているわけですけども、これ

についてはもう管内的にも、どこも全部ほとんど９５％を超えているような状況になって

おりますので、うちだけがこう異常な落札率になっているということではございませんの

でご理解の方いただきたいと思います。 

○議長（上原豊茂君） あと４分です。 

 川村進君。 

○２番（川村 進君） それはどういうふうな弁解しても何しても、町民の何人かの方に

でも疑いをもたれるような数字が出ては、これはマイナスですよ、町としては。私が思う

のは常に心して、町民の皆さんに不愉快な思いをさせ、不明瞭な入札であるという思いを

させるのは、これはまずいよ。ですから１５億６，６００万円、それに４千万円を超える

青年研修館とで１６億円、そのうちの１億６千万円はもう入札が終わったんだけれども、

きちんと、これは総務課は積算もしなけりゃ、はっきり言って、あなたは入札だけやるだ

けだけれども、いいですか、頼みますよ、これは、私にはっきり言って、何か変だと。私

はわかりませんでしたから、債務負担行為なんていうのわからない。どうしてそんなんで

契約ができるだろうなんて思って、全然わからなかった。議員やっていても議員失格、全

然わからない、はっきり言って。だからこれはね、何度も口酸っぱくしてね言うけれども、

町民の皆さんはよく見ています。はっきり言って。ですからそういう方が不審に思わない

ように、どうかひとつ努力してください。お願いしますよ。これについてどうだい。 

○議長（上原豊茂君） 総務課長。 

 あと２分弱です。 

○総務課長（森谷清和君） 今、議員からもご質問にございましたように、そういった談

合の防止だとかですね、そういった業者間の不正行為ですとか、そういったことについて

は、うちの方でも指名停止処分の基準なんかも設けていますし、また工事自体がきちんと

出来上がるように管理、それから検査の方も適正に行っていきたいというふうに考えてい

ます。また入札の結果情報の開示なんかも公表に努めておりますので、引き続きそうした

入札の経過等についても、皆さんに公表していきたいと思いますし、あと官製談合の点で

いいますと職員の服務監督についても今後とも徹底してまいりたいと思いますので、ご理

解いただければと思います。 

○議長（上原豊茂君） 川村進君。 

○２番（川村 進君） これで私の質問を終わります。 
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○議長（上原豊茂君） ２番、川村進君の質問が終わりました。 

 ここで午後３時２０分まで休憩といたします。 

 

休憩 午後 ３時１０分 

再開 午後 ３時２０分 

 

○議長（上原豊茂君） 休憩前に戻り、会議を再開いたします。 

 次に、１番、余湖龍三君の発言を許します。 

 余湖龍三君。 

○１番（余湖龍三君） １番、余湖です。一般質問通告書に従いまして、お願いいたしま

す。今回は一つだけの質問ですので、その割に早く終わるようにお互い努力していきたい

と思います。 

 高齢者ハイヤーサービス事業についてお尋ねいたします。 

 この事業については、３月定例会の一般質問で今年度での内容充実をお願いした経緯が

ありますが、変更・充実は関係者への意見収集の上、今後に向けて検討するとのお答えだ

ったと記憶しています。あれから半年が経過し、その間も事あるごとに私の関係町民から

事業の充実を望む声は低下していません。そこで何点かのお尋ねをいたします。 

 一つ、今年度充実させた「利用枚数の倍増」の効果についてお伺いいたします。 

 二つ、町は老人クラブ連合会等、関係者との意見の収集など調査を進めていることと思

いますが、今後に向けた内容充実のお考えをお聞かせください。 

 以上です。 

○議長（上原豊茂君） 町長。 

○町長（菊池一春君） ただいま「高齢者ハイヤーサービス事業について」２点のお尋ね

がありましたのでお答えをします。 

 １点目に「今年度充実させた『利用枚数の倍増』の効果について」のお尋ねがございま

した。 

 平成２９年度の高齢者ハイヤー利用サービス事業の８月末時点の実績につきましては、

登録者数が３８５人、前年度と比較して１４．６％増、町内会地区２４．６％、実践会地

区７．９％増となっております。 

 また、利用実績については９０６回、３．８％の減、町内会地区５０回、１８％の減、

実践会地区８５６回、２．８％の減となっています。 

 本年度は相乗り制度を拡充したことにより、単独での利用が少し減っていることが予想

されますが、前年度とほぼ同様の傾向と捉えております。 

 ２点目に「町は老人クラブ連合会、関係者との意見収集など調査を進めていると思いま

すが、今後に向けた内容充実の考え」についてのお尋ねがございました。 

 本年３月の第１回定例町議会の一般質問での議員からの提案につきましては、参考意見

として受け止めさせていただいた中、老人クラブ連合会、若がえり学級や介護保険で実施

している協議体でのハイヤー、路線バスの利用方法の周知に合わせて意見などもお聞きし、

今後の制度拡充への検討を進めているところであります。 

 また、本年度国土交通省で「高齢者の移動手段の確保に関する検討会」が設置され、特
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に過疎地域における乗合バス、タクシー、貸切バスやトラックなどの各種交通モードの規

制緩和や互助による地域交通の確保のために介護保険制度で設置されている協議体との連

携などが検討されています。 

 本町におきましても、７５歳以上が１千人を超え、一人暮らしの高齢者が増えてきてい

る状況からは、今後は国の最終報告も踏まえながら、新たな制度の創出も必要と感じてい

るところです。 

 以上、お尋ねのありました２点につきましてお答えをいたしましたので、ご理解賜りま

すようよろしくお願いいたします。 

○議長（上原豊茂君） 余湖龍三君。 

○１番（余湖龍三君） 回答ありがとうございます。ただ私の期待したような回答の内容

にはなっていませんので、何点か質問をさせていただきたいと思います。 

 まず回答の中にありました実績数が増えたというのは大変喜ばしいことだなと思ってお

ります。ましてや町内会が２４％強増えていると。実践会は８％ということで、町内会の

高齢者の方もその便利さというか、使えるならこれはいい制度であるということを実感し

て増やしてくれたんだと思います。ただですね、利用実績につきましては、これはどうな

んですか、利用実績ってこれ２９年度始まってからですから、まだ１年を通していないん

で、最終的なパーセントはよくわかんないという意味だと思うんですけども、今の時点で

同じような感じで理解していいんだとすれば、使用については減っていると。これはその

後に書いてありますように、相乗りを実施したので減っているのではないかということだ

とは思いますけども、実際の話、相乗りの比率っていうのはわかるんですか。 

○議長（上原豊茂君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（伊田 彰君） 昨年度はですね、２枚、３枚ということで券をもらって

いたんでわかったんですけど、今年度につきましては、事業者にそこまでの負担をかけれ

ないということで、実態としては捉えていません。 

○議長（上原豊茂君） 余湖龍三君。 

○１番（余湖龍三君） 実態としては捉えていない。大体わかると。 

○議長（上原豊茂君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（伊田 彰君） これタクシー会社からの概ねの感触ですので、答弁にあ

るとおり単独での利用が若干減っているかなというような予想としてでございます。 

○議長（上原豊茂君） 余湖龍三君。 

○１番（余湖龍三君） これ一つの質問なんで、上、下いきますけども、我慢して答えて

ください。 

 ２点目で「具体的なことは何か考えてくれているんですか」ということでお聞きしたん

ですけど、私の３月の質問は参考意見として受け止めてくれて、老人クラブ連合会とか若

がえり学級、さまざまなところと検討を進めてくれているということはわかりました。た

だ具体的なものが、これは国の中の制度の話であって、単独、今の町の進めている政策の

私が望んだような方向性というのは、かけらも書いてませんけども、実際にこれ、国のや

つについては、あとのまた別のものになるんじゃないかと思いますんで、今のハイヤー利

用の券のことで前回お話したような、もっと乗りやすい状況といいますか、基本料金の中

でも利便性のある、高齢者が乗ってみたいなと思うような施策の方法というのは考えてい



 - 29 - 

ただいていませんか。 

○議長（上原豊茂君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（伊田 彰君） 現在、検討段階ということでございます。そういった意

味では、老人クラブ連合会の意見の中では、あまり現状、制度の部分で続けてほしいとい

うのが大きな意見だったというところでございまして、協議体のところでいくと、たまた

ま協議体の中で高齢者の足の確保ということで議題としてやっておりまして、私が行って

若干説明と意見交換もさせていただきまして、そういった意味では、現状の基本料金の半

額程度で街の方というか、街の高齢の方が乗れるような制度というのがどうなのかという

ところは出されておりました。そういった意味では、議員のご意見であった１００円券と

か割引券、１００円、２００円、３００円券等の部分については少しですね、現状利用さ

れている、議員が言われるところの恩恵を受けている方が、その恩恵の分というのは減っ

てくるということもございますので、そういった部分で今の制度で全員によい制度の改革

ができる方向性を現在探っているところでございます。 

○議長（上原豊茂君） 余湖龍三君。 

○１番（余湖龍三君） 今、課長が返答したことっていうのは、今までの実績でいきます

と、使っている大多数が実践会の方が多くて、街の方は恩恵を受けた結果がないので、そ

ういうかたちになるんですよね。もしか１００円券、２００円券だけで済ませてしまうと、

もっともっとたくさん乗ったような方というのは、その恩恵が受けられないというのがあ

るんじゃないかとは思います確かに。前に言われたことですけども、この制度については

交通弱者である高齢者が地域社会の中で安心して生活することを目的とし、日常生活の移

動交通としてハイヤーを利用した際に支援を行うものであると。ここまではすごいいいな

と思うんですよね。ですからこういうことが表題としてありますので、やはり恩恵の受け

られる方が現実これだけ６年か７年目ですよね、やってきた中で限られたような現実とい

うのがはっきりしてきたと思うんですよ。前回でもはっきりしていましたけども、それで

いて、やはりこの恩恵というのは別にお金をもらう、もらわんということがもちろん恩恵

なんですけども、最終目的は高齢者の方がですね、安心して地域社会の中で安心して生活

するためすることを目的として日常生活をエンジョイするために、いろいろなことで良く

なるために交通手段としてハイヤーを利用して恩恵を受けれれば、もっともっとそういう

ことが盛んにできるんでないかと。そういうことだと思うんで、やはり恩恵を受けること

がそういうことの背中を押すことになると思うんで、やはりこれはもう私が３月に指摘し

た時点から町としては、もっともっと積極的にその方法を考えていくべきじゃないかと思

ったんですけどいかがでしょうか。 

○議長（上原豊茂君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（伊田 彰君） 今のご質問の部分でございますけども、先ほど議員から

町長の答弁の後段の部分について、今回の案件とは違うというご意見もいただきましたけ

ども、基本的に今、議員が言われていた、うちが今やっていた事業、ハイヤー利用サービ

ス事業の部分について、やっとですね、国土交通省が重い腰を上げたというところで検討

会を持ち上げました。そういった意味ではうちの事業の目的も現在検討されている国交省

での検討会の中身と同様ということでございます。それと今、議員言われている市街地の

方の特になんですけども、単身の高齢の方というところも非常に人数的には増えていると
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いうことも聞いていますので、そういった意味では町長からも答弁いたしましたけども、

国交省でも言われている福祉と交通部局の連携が今後必要だということも今言われていま

すので、そういった意味のタクシー業界の規制緩和も含めた中で、国は最終報告として上

げる予定だと思いますので、それらを見据えながら新しい制度設計が必要ではないかとい

うふうに一答目でお答えをしてございます。 

○議長（上原豊茂君） 余湖龍三君。 

○１番（余湖龍三君） 今、課長が説明してくれた新しいそういうものというのは必要で

しょうね。やったらいいですよ。これから進めていったら。私は今、きっとこの冬になっ

たらまた困るような７５歳以上がいるんで、やはりそういうものに対して早急に考えはな

いかと。将来的にこれから考えていくというのは今わかりますよ。国がそういうもので訓

子府のいいものを逆に取り入れて、そういうものを考えていくとかといったのかなと思い

ますけども、私はやはり現在の段階で、しかもこの方法を進めるに当たって、そんな障害

はないと思うですよ。方式的にも予算的にも。そんなことがあるんで、やはり早急な対処

は必要な問題じゃないかなということで、今ある制度の充実、一歩進んだ充実を考えてな

いのかなということでお話しています。いかがですか。 

○議長（上原豊茂君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（伊田 彰君） そういう意味では、３月の答弁の中で、町長からも申し

上げましたけども、現状で相乗り制度、枚数のところはちょっと別なんですけども、相乗

り制度の拡充をもって、２９年度は現状の事業の推移を見させていただきたいという答弁

もしてございますので、そういった意味では検討はしてございます。ただこの場で発言で

きるような状況にはなっていないということでご理解いただきます。 

○議長（上原豊茂君） 余湖龍三君。 

○１番（余湖龍三君） 今、課長はこの場で検討できるような状態になっていないんだっ

たら、じゃあ明日から検討してほしいなと。検討しますと言ってくれれば済む話なんです

けど本当いいますと。っていうぐらい私が実際の町の中にいるお年寄りというのは実際に

交通手段について困っている現状はあると思いますよ。町の中歩いてみて、夏場見てもわ

かるんじゃないかと思いますよ。本当に病院ひとつ行くんでも、銀行行くんでも、Ａコー

プ行くんでも、実際に７５歳以上の方がカートを押しながらよたよた行かなきゃいけない

とか、暑いときに傘を差しながらカートを押してとか、現実的にこれは今、困っている話

があるんですよ。だからこういうことは早急に考えるべき。だから３月の議会では町長は

来年度に向かって考えると。２９年度はそういうもの充実は考えないというお話をしまし

たけども、私はそれでは遅いと思う。やはりそうはいっても、私が３月に提案して、この

半年間、現実を見てくれたんだと思いますきっと。検討の中にそういうものはあったんじ

ゃないかと思います。そういうものを見てくれて現状はなんぼかでも聞いてわかっていれ

ば、これはやはり１２月の寒くなるときからでも何とかしてあげたいなと。１００円券を

１０枚ぐらいずつぐらいでもいいから、とりあえずやってあげようとか、そういう意識に

なってくれるのが行政のいいところじゃないかと思うんですけれどもいかがですか。 

○議長（上原豊茂君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（伊田 彰君） 少し並行になりますけども、基本的には町長答弁どおり

２９年度については事業検討を進めるということで進めてございますので、先ほどの私の
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答弁については、今この場でお話できる具体策はございませんということでございますの

で、検討はしてございます。ということでございますので、ご理解いただきたいと思いま

す。 

○議長（上原豊茂君） 余湖龍三君。 

○１番（余湖龍三君） １００円券、２００円券とかね、そういうハイヤー券を出すとい

うことは福祉の方でもやっている話だと思いますんで、方法的にはそんなに面倒くさい方

法じゃないんじゃないかなというようなことを感じます。確か３月にお聞きしたときにね、

この制度については本当にいいという制度で、例として出されたのは、ある人が訓子府に

来て、訓子府の町の中ずっと回って何万円もかかった。それでも払ったのは基本料金だと。

それは望んでいることじゃないと思うんですよね本当からいいますと。この事業っていう

のはね、そういう１回に何万円も使うような人は年間何人いるのかわからないですけども、

そういう人の実施が何人あったのかというをお聞きしたいんですけども、望んでいるのは

そこじゃないです。そんなことに２万円も３万円も使うぐらいだったら、１００円券２０

０枚出した方がずっといいんじゃないですか。そういうような方法というのはどうですか

課長。 

○議長（上原豊茂君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（伊田 彰君） 今、１万円、２万円のお話出ましたけども、たまたまご

高齢の方が自分の手をかけた現場をみたいということで町内一周を水道の水源地も含めて

ですね、回られたということで、ちょっと具体的に数字ははじいていませんけども、現段

階でいうと１件だったかなというふうには記憶をしているところでございますので、余湖

議員言われている１００円券、２００円券うんぬんについては、少しですね、金券として

の流通がどうなるんだとかですね、タクシー会社との部分がどうなんだというようなとこ

ろで今検討しているところでございますし、前回の３月のご質問では恩恵の差を主に言わ

れてましたので、現段階の制度でいくと、議員言われる券を出すのというのは全員に出す

ということですから、同じことなんですけども、依然、券の外側というか、今の制度の部

分でいくと乖離
か い り

はずっと続くなというふうに思っていますので、そこがなかなか頭がまわ

っていないというところでございます。 

○議長（上原豊茂君） 余湖龍三君。 

○１番（余湖龍三君） 券を全員に出すか全員に配るかとか、そんなことを言っているん

じゃないんだわね、必要な基本料金で動くのが多い年寄りの方には、じゃ申請してもらっ

て券を出してあげればいい。農家の方なんかはきっとそんなもんいらないっていうかもし

れないです。だっていつも１千円ぐらいかかるんですから、そういう区別はちゃんとある

んだし、強いて言えば１００円券、２００円券がどうのこうのという話でいえば、じゃ今

出しているところに聞いてみてください。どうやっているのか。 

○議長（上原豊茂君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（伊田 彰君） 現状の先進地のお話だったと思いますけども、基本的に

はそこの部分ではお聞きしたことはございませんけども、たぶん上限２万円とかですね、

そういう券の出し方をしているという事例はお聞きしたことはございますので、現状でい

くと全ての人が２万円の利用ができる券を出しているというような状況かなというふうに

思います。 
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○議長（上原豊茂君） 余湖龍三君。 

○１番（余湖龍三君） 私の言い方が悪くて伊田課長には伝わってなくて、訓子府町でも

医療関係で福祉の方でハイヤー券について、ハイヤーの基本料金以内でしたら１００円券

とか２００円券、あと北見に行ってタクシー券とか、そういう方法がやっているじゃない

ですか、ハイヤー会社と共同で。だからそういう方法をやっている以上はそういうシステ

ムっていうのがハイヤー会社との関係とか、先ほど課長がいったほど面倒くさいとか、新

たなものを構築するとか、そういうことじゃなくて、できるんじゃないですか。そちらの

関係の方に聞いてくださいと言ったんです。 

○議長（上原豊茂君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（伊田 彰君） すいません、ちょっと質問の趣旨を理解できなくて申し

訳ございません。私たち捉えているのは身障者というかね、体の悪い方の対応で確か３０

０円券というか、券で基本料金分の券、それと５００円分券が２枚、１か月当たりという

ことで、それと移送サービスの部分については利用料として１回１００円２００円いただ

いて２キロ以内、３キロ以内ということで進めているということでございます。ただ福祉

制度の部分につきましては、対象は非常に限定されていますので、そういった意味では、

ちょっとなかなか厳しい部分もありますけども、議員の意見も参考に福祉部門とも連携を

しながら進めてまいりたいというか、研究してまいりたいと思います。 

○議長（上原豊茂君） 余湖龍三君。 

○１番（余湖龍三君） 別の福祉のまねしてくれといっているわけじゃないですよ私は。

要するに今言ったのはそういう１００円券、２００円券とかキロ数によって出す金額を変

えるとか、そういう方法というのはハイヤー会社と協議しながら、いろいろなことをやっ

ているんでしょって、だからそういうシステムを使うというか勉強するというか利用すれ

ば、今これから町内会の元気かどうかは別として基本料金以内で移動するハイヤーを使う

ような方の１００円券、２００円券を出すとかっていうシステムはそんなに課長が言った

ほど面倒くさくないんじゃないですかとお聞きしたんです。 

○議長（上原豊茂君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（伊田 彰君） この場は検討の場でないんで、あまりあれですけども、

基本的に私が考える部分でいきますと、どう公平性を保つかというところもございますの

で、そういった部分も含めて検討をしてまいりたいと思います。 

○議長（上原豊茂君） 余湖龍三君。 

○１番（余湖龍三君） どう公平性を保つかというよりも、公平性を保つということは、

みんな同じじゃいけないみたいな言い方になっちゃうんじゃないかと思いますけど、結局

使いたい方は申請今でもね、申請をして使わせてくれと。ましてや６０枚でなくて１２０

枚ほしい人も申請すれば１２０枚いただけると。そういうシステムになっているんですか

ら、新しい制度のもとで、じゃそういうもの出しますよ、こういう使いやすくなりますよ

といって、申請が増えて使う人が増えてくれれば一番いいんじゃないですか。だからそう

いうシステムをちゃんと考えてくれて提供する必要が私はあると思うんですよね。だから

しかも合わせて言えば、やはりこの冬に向かってでも早急にできるようなことじゃないで

すかというお話をしています。いかがですか。 

○議長（上原豊茂君） 企画財政課長。 
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○企画財政課長（伊田 彰君） 時期はちょっと先ほどの答弁で申したとおりでございま

すので、そういった意味では議員が今言われた部分も含めて来年度に向けた検討をしてま

いりたいというふうに思います。 

○議長（上原豊茂君） 余湖龍三君。 

○１番（余湖龍三君） 来年度というのは３月に聞いて一般質問でお答えいただいたこと

でありまして、私もそれからいろいろ考えていろいろお話を聞いて、やはり来年度はだめ

だと。全部変えてくれといっているわけじゃないんですよ。ちょっとしたことですよ。予

算についてもちょっとしたこと。仕事についてもちょっとしたことで何百人のまちの中の

高齢者が使いやすいねって、これなら使える、これはありがたいという制度になると思う

んですよ。こんなの町長の一言ですよ、町長いかがですか。 

○議長（上原豊茂君） 町長。 

○町長（菊池一春君） 一つは整理しておきたいと思うんですけれども、実践会の人は申

請が多い。町内会の人は申請が少ないと。すなわちそれは実践会の人は基本料金払ったら

まちの買い物もできるし病院も行けますよと。しかし５５０円払わなきゃならないと。ま

ちの人も５５０円払ったらタクシーで利用できますという点では平等なんですと。どうぞ

タクシーに乗ってくださいということです。でもその議論ではないと私は捉えています。

それと一人暮らしの人や高齢の方々が非常に多いと。福祉で言っている６５歳以上で体の

ご不自由な方で車のない方、一人暮らしの方、あるいは二人暮らしの方で申請があれば今

いった３００円の割引券なり１００円なりが出ますよと。これを一般化することができる

かどうかと。ここの検討をすなわち基本料金を除外して高齢者の足の確保のために最初に

やったのはデマンド、その次にタクシーサービス、引き続きさらにバージョンアップして、

これらのことができるかどうかという検討を今、老人クラブに一つは今の見直しの関係で

話をしたら、「今のままでいいんじゃないか」と。「大変いい制度だ」という声も聞こえて

きていると。それから２９年度は実験的に倍出したけれども、このことによって判断をさ

せてもらいましょうと。これから冬場を迎えますから、等含めて３０年度に予算措置でき

るかどうかということになるんじゃないでしょうか。だからすぐできると、すぐやれとい

う点については、意見としては前回もそうでしたけれどもお伺いしておきますと。しかし、

うちの予算の組み立てからいくとこれは今すぐというよりは慎重に、そしてやるんであれ

ば長続きするような制度をちゃんとやらなきゃいけないと思いますので、まだ時間がかか

るということでご理解いただきたいと思います。 

○議長（上原豊茂君） 余湖龍三君。 

○１番（余湖龍三君） まず一つ、福祉のように体が悪い方とか、そういう方とか、そう

いうのと比較とか一緒にとか、そういう意味でしゃべってないのわかりますよね。私はそ

のシステムだけを利用していただければ、そういうものというのは、案外簡単にできるん

じゃないのかなと。切り替えというのはできるんじゃないかなと思います。それともう一

つは実際に本当に困っていらっしゃる方はたくさんいますよ。ですから先ほど町長が言っ

たように５５０円を同じく払うんだからいいじゃないかと。これは違うと思いますよ、や

っぱり私は。言葉の上では一緒ですけども、農家の方とか目的が一つなんですよね、いろ

いろな行くとこって、病院に行きたいとか、買い物にいきたいとか、銀行に行かなきゃい

けないとか、そのものがあるのはまちなんですよやっぱり。福野の山の方にはないんです
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よね。ですからそういう実践会的なところに住んでいらっしゃる方はそこに出てくるため

に必要なことが日常なんですよね。それが普通の世界にあるんですよ。その日常の世界に

あることがそういうシステムを使うと５５０円で行けるというのは素晴らしいことなんで

すよ。ところがまちの方というのは、まちに住んでいるがばっかりにずっと昔からそこで

歴史を築いたばっかりに自分はつらくなって、銀行まで３キロなんだけど、歩いていくの

大変なんですけど、ハイヤーに乗ったら５５０円なんですよ。そういうね、根本的なまち

と農家の方、実践会に住んでいる方の置かれている歴史をみても、やはりまちの方がもう

少し使えるような方法というのは絶対必要だと思いますよこれは。やはり５５０円払った

らみんな同じだからハイヤー乗れよっていうのは、ちょっとやはり６年間やってきてこん

だけ町の方が使わないことの実績しか上がんないというのは本当にそういうことじゃない

かと思うんで、これはそこんところが一番大事なんですよ。それをきちんとやってもらう

ことが私は本当にまちの方っていうか、今まちの方、まちの方っていいますけど、実際に

使っていないのはまちの方だから、私はまちの方って、実践会の方はもっともっと使った

らいいと思いますよ１２０枚。だけどまちの方にも２枚、３枚でもいいから使えるような

システムを今つくってあげなければ、やはり町のやっていることは不公平みたいなかたち

に、要するにどちらかというとそう思っている方がたくさんいると思いますよ。ですから

そこのところをもっと早急な検討をお願いしたいって、早急というのはやはりシステムを

面倒くさいことをいっているんじゃないから、予算も何百万円も今、予算を組めという話

じゃないと思うんですよね、これね。きっとまちの方がこの冬の間に、３月までに使った

にしても本当にきっと去年使わないで余った金額ぐらいがちょうどなくなるぐらいじゃな

いかなって私は予想して言っているんですけども、どうなんでしょう、そこら辺。もう一

度町長返答をお願いします。 

○議長（上原豊茂君） 町長。 

○町長（菊池一春君） なんかまちに住んでいるのが被害者のようなあれですけど、私は

そうは思ってませんけどね。現状として足の課題というのは、どこに住んでいようと今、

深刻な問題として出てきていると。全町的にそういう対応をするためのシステムを考えな

きゃいけないと私は思っています。それから近々の課題でいいますと、免許の返納の問題

で、この制度を作ったときに、７５歳以上で免許の返納者が多いというのも実態ですから、

７５歳以上の対象にさせていただきました。これももっと促進を速度を上げるべきでない

のかと。免許の返上するということの速度を上げるべきではないのかということを総体と

して政策として実現できる方法、具体的な中身を福祉の方も含めながらですね、やらなき

ゃいけないというふうに考えています。今言った余湖議員の言っている必要性については

十分理解しています。しかし今、わかりました、１２月の議会で提案して補正させていた

だきますということについては、今、私はそれはできません。 

○議長（上原豊茂君） 余湖龍三君。 

○１番（余湖龍三君） 今、私も免許のこととかね、いろいろ考えていましたけれども、

よその町でも返納すれば何万円のハイヤー券がくれるとか、そういうことがありますけど

も、それから今、返答の中にもありました国交省の関係の新しい事業についても、大変い

いことだと思うんで、免許のことも、ましてや年齢も７５歳なんて後期高齢者なんて言わ

ないで、７０でもいいですから、免許返納したらとか、そういうハイヤーについても７０
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歳でもいいじゃないかなと私は思っていますけども、そういう新しいことは来年度びっと

上げてほしいと思います。私も検討して賛成するときは賛成させてもらいたいと思います。

ただ私は何度もしつこいようで申し訳ございませんけども、本当に１日でも早く、１週間

でも早く、ひと月でも早くできれば本当に１０月、悪くても１２月、この冬をそういうも

のを使えるような状態にしてあげたい。それは望みですので、それを強くお願いして私の

質問は終わります。最後に一言お願いします。 

○議長（上原豊茂君） 町長。 

○町長（菊池一春君） ちょっと古くなりましたけども、この訓子府の制度というのは非

常に進んでいると。小清水の町長からも電話来て、ぜひ訓子府と同じような制度にしたい

というようなことがありました。管内的に今どういう状態でどういう政策を作り上げてい

るのかという、足の確保の問題でいうと、もう一歩進めなきゃならないということはもう

全く共通認識です。ただこれについてはちょっとお時間をいただきたいと。できれば３０

年度の予算で計上できるかどうかというのちょっとわかりませんけど、できるだけそうい

う方向で検討していきたいと思いますので、ぜひまた議員の皆さん方にもご意見を伺いた

いと思いますけども、議員協議会等でですね、こういうことが必要だというご意見があっ

たらぜひ出していただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

○議長（上原豊茂君） 余湖龍三君。 

○１番（余湖龍三君） お願いをするだけお願いします。よろしくお願いします。 

 以上で質問を終わらせていただきます。 

○議長（上原豊茂君） １番、余湖龍三君の質問が終わりました。 

 

    ◎散会の宣告 

○議長（上原豊茂君） お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、散会いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（上原豊茂君） 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれにて散会することに決定いたしました。 

 明日も引き続き、一般質問を継続いたしますので、ご参集をお願いいたします。 

 明日は午前９時３０分からです。 

 ご苦労さまでした。 

 

 

散会 午後 ３時５５分 


